
全
-
け
主
局
、
。
ル

第
四
十
一
巻

第
二
競

昭
和
五
十
七
年
九
月
護
行

雲
夢
睡
虎
地
秦
漢
墓
被
葬
者
の
出
自
に
つ
い
て

閲

瀬

牧

芳

一

は

じ

め

に

二
墓
葬
上
の
い
く
つ
か
の
特
徴

-

屈

肢

葬

2

鼎

3

壁
禽

4

獣
頭
骨
の
副
葬

5

髪
、
繭
形
室
、
蒜
頭
登

三
「
編
年
記
」

四

融

、

化

五

お

わ

り

に

- 1 ー

は

じ

め

1!!l7 

『
文
物
』
一
九
七
六
年
第
五
期
の
季
動
「
雲
夢
睡
虎
遍
秦
簡
概
述
」
、
問
、
第
六
期
の
「
湖
北
一
雲
夢
睡
虎
地
十
一
瞬
秦
墓
護
掘
聞
報
」
、
同
、

第
九
期
の
「
湖
北
雲
夢
睡
虎
地
十
一
座
秦
墓
護
掘
簡
報
」
に
、
湖
北
省
雲
夢
懸
城
の
西
郊
で
戦
園
末
、
秦
代
墓

一
一
一
基
が
護
掘
さ
れ
吟
」
と
、

一
一
瞬
墓
か
ら
秦
律
を
含
む
竹
筒
千
百
儀
枚
が
出
土
し
た
こ
と
が
報
じ
ら
れ
、
主
な
竹
簡
の
韓
文
が
問
、
第
六
、
七
、
八
期
に
載
っ
た
。
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こ
の
報
告
は
、
殊
に
秦
律
の
護
見
を
含
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
園
古
代
史
、
な
か
ん
ず
く
戟
園
、

秦
漢
史
研
涜
者
、
更
に
は
法
制
史
研
究
者

田
昌
五
氏
、

果
樹
卒
氏
の
論
文
が
載
り
、
日
本
に
於
て
も
、

早
く
も

古
賀
登
氏
、

一
九
七
六
年
第
六
期
に
、

堀
毅
氏
が
専
論
を
護
表
さ
れ
、

以
来
、
絶
え
る
こ
と
な

な
ど
の
強
い
関
心
を
集
め
た
。
既
に
『
文
物
』

翌
年
に
は
大
庭
修
氏
、

鏡
宗
顕
氏
の
講
演
録
が
日
本
語
に
書
さ
れ
た。

く
、
こ
の
秦
墓
、
竹
聞
に
闘
す
る
報
告
、
論
文
、
論
文
集
が
護
表
さ
れ
て
今
日
に
及
ん
で
い
る
。

そ
れ
ら
の
研
究
の
大
勢
は
、

そ
の
重
要
性
か
ら
し
て
嘗
然
、

秦
律
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
中
に
あ
っ
て
、
昨
年
頃
よ
り
新
し

い
傾
向
が
現
わ
れ
て
き
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
次
の
二
酷
で
あ
る
。
第
一
軸
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
蓄
積
を
ふ
ま
え
て
総
括
が

な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
端
的
に
示
す
の
が
次
の
二
論
文
で
あ
る
。

一九
八
O
年
)

永
田
英
正
「
中
園
に
お
け
る
雲
夢
秦
簡
研
究
の
現
朕
」
(『
木
簡
研
究
』
第
二放、

高
明
士
「
雲
夢
秦
簡
興
秦
漢
史
研
究
|
以
日
本
的
研
究
成
果
震
中
心
|
」
(
『
食
貨
月
刊
』
復
刊
第
二
容
第
三
期
、

一
九
八
一
年
)

- 2 ー

第
二
黙
は
、
従
来
、
被
葬
者
の
出
自
に
言
及
し
た
論
文
が
す
べ
て
そ
れ
を
楚
人
と
し
て
い
た
の
に
封
し
、
墓
葬
な
ど
に
基
づ
い
て
、

秦
人
と
推

そ
れ
に
立
脚
し
た
研
究
が
現
わ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
次
の
諸
論
文
が
そ
れ
で
あ
る
。

定
し
、許

俸
雲
「
由
新
出
簡
臆
所
見
秦
漢
祉
曾
」
令
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
』

第
五
一
本
第
二
分
、

「
湖
北
雲
夢
睡
虎
地
秦
墓
管
見
」
(
『
中
央
大
皐
文
察
部
紀
要
』
史
同
学
科
第
二
六
鋭
、

一九
八
O
年〉

池
田
雄

一
九
八
一
年
)

九
八

き(4)

陳
振
裕
「
従
湖
北
部
民
現
的
秦
墓
談
秦
楚
関
係
」
(
湖
北
省
社
曾
科
皐
院
歴
史
研
究
所

『楚
文
化
新
探
』
湖
北
人
民
出
版
社
、

李
謬
勤
「
新
出
簡
吊
興
楚
文
化
」
(
同
右
)

右
論
文
の
内
、
被
葬
者
に
つ
い
て
の
記
述
が
詳
し
い
池
田
氏
と
陳
氏
の
論
文
(
以
下
、

「
池
田
論
文
」
、
「
陳
論
文
」
左
略
稽
さ
せ
て
戴
く
。
〉
の
主
な
論
黙
を
要
約
紹
介
さ
せ
て
戴
く
。

「
池
田
論
文
」

拙
稿
は
こ
の
第
二
貼
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
の
で
、

付

睡
虎
地
秦
墓
は
楚
人
の
住
居
で
あ
っ
た
戦
園
褒
落
を
破
壊
し
て
い
る
こ
と
。
副
葬
品
に
つ
い
て
、
秦
墓
の
副
葬
陶
器
は
釜
、
孟
、
甑
な



ど
の
日
常
生
活
用
器
が
主
で
あ
り
、
楚
墓
に
は
常
に
躍
器
、
楽
器
、
兵
器
、
鎮
墓
獣
が
み
ら
れ
る
が
秦
墓
で
は
み
ら
れ
な
い
。
睡
虎
地
秦

墓
は
、
更
に
、
銅
筆
、
銅
蒜
頭
査
、
繭
形
査
な
ど
の
秦
文
化
の
典
型
的
な
器
物
を
出
土
す
る
。
漆
器
の
様
式
、
紋
様
も
楚
墓
と
相
異
す
る

こ
と
。
占
領
地
の
民
を
移
し
、
そ
の
後
に
赦
罪
人
を
徒
す
秦
の
占
領
政
策
な
ど
か
ら
み
て
、
睡
虎
地
秦
墓
の
墓
主
は
秦
人
で
あ
っ
た
可
能

性
が
強
い
。

t二}

秦
墓
に
近
接
す
る
雲
夢
古
城
は
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
秦
漢
の
安
陸
勝
城
で
は
な
い
。

一
一
一
瞬
墓
主
喜
は
令
丞
に
直
層
す
る
有
力
吏
人
で
あ
り
、
後
漢
の
制
を
誼
に
下
級
官
吏
と
さ
れ
て
き
た
の
は
正
し
く
な
い
。

出
土
秦
簡
中
、
「
封
診
式
」
が
土
伍
身
分
に
統
一
さ
れ
て
い
る
の
は
、
遷
徒
の
民、

被
征
服
民
と
か
か
わ
っ
た
喜
の
責
務
の
故
で
あ
ろ

帥伺
う

約伺

法
律
関
係
文
書
は
秦
の
統
一
前
に
開
中
で
作
成
さ
れ
た
も
の
が
少
な
く
な
い
。

「
回
律
」
は
禁
苑
の
公
田
管
理
規
定
で
あ
り
、
こ
れ
を
も
っ
て

一
般
の
土
地
制
度
を
論
じ
る
こ
と
は
問
題
で
あ
る
。

- 3一

「
陳
論
文
」

付ω
 

伺伺

湖
北
省
で
瑳
掘
さ
れ
た
秦
墓
の
特
徴
を
述
ベ
、
そ
の
中
に
は
秦
人
墓
と
楚
人
墓
が
あ
る
と
す
る
。

睡
虎
地
秦
墓
四
蹴
、
一
一
一
瞬
墓
の
墓
主
は
親
属
と
本
人
が
六
園
統
一
戦
に
従
軍
し
て
い
る
故
に
秦
人
で
あ
る
。

出
土
簡
臆
は
秦
楚
関
係
を
研
究
す
る
重
要
な
資
料
で
あ
る
。

湖
北
省
以
外
の
秦
墓
、
戟
園
楚
墓
、
湖
北
省
秦
墓
を
比
較
す
る
と
、
湖
北
省
秦
墓
は
在
地
の
惇
統
習
俗
の
影
響
が
強
い
。
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「
池
田
論
文
」
の
諸
論
黙
は
今
日
ま
で
の
一
般
的
見
解
に
再
検
討
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
内
、

付
の
墓
主
を
秦
人
と
す
る
黙
は
更
に
以
下
の
論
述
の
基
礎
と
も
な
っ
て
い
る
。
「
陳
論
文
」
は
秦
、
楚
な
ど
異
質
の
停
統
習
俗
の
接
燭
に
着
目

L
て
レ
る
。
こ
れ
は
停
統
習
俗
の
面
か
ら
の
新
し
い
研
究
の
展
開
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
両
論
文
は
睡
虎
地
秦
墓
に
か
か

わ
る
研
究
の
新
し
い
展
墓
を
開
く
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
場
合
、
被
葬
者
の
出
自
の
如
何
が
決
定
的
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
と

以
上
の
要
約
か
ら
も
知
れ
る
よ
う
に
、
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い
え
る
。
こ
う
し
た
意
味
で
、

さ
き
に
掲
げ
た
諸
論
文
が
被
葬
者
を
秦
人
と
す
る
根
援
に
附
加
す
る
形
で
あ
る
が
、
被
葬
者
の
出
自
に
つ

い
て

こ
れ
を
で
き
る
だ
け
明
ら
か
に
し
て
お
く
こ
と
は
今
後
の
研
究
の
進
展
に
資
す
る
と
こ
ろ
も
あ
ろ
う
か
と
考
え
る
。

以
上
の
翻
貼
の
も
と
に
、
以
下、

睡
虎
地
秦
漢
墓
被
葬
者
の
出
自
に
か
か
わ
る
い
く
つ
か
の
黙
に
つ
い
て
重
知
的
に
考
察
し
た
と
こ
ろ
を
提

示
さ
せ
て
戴
く
。
大
方
の
御
批
圧
が
得
ら
れ
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
な
お
、
先
述
の
一
二
基
の
秦
墓
の
外
に
、
同
地
で
更
に
一

O
基
の
戦
園
末
か

ら
漢
初
に
至
る
墓
が
護
掘
さ
れ
た
。
墓
葬
様
式
、
副
葬
品
が
先
の

一
二
基
と
共
通
し
て
い
る
。
拙
稿
で
は
こ
れ
ら
一

一一一
基
の
秦
漢
墓
の
被
葬
者

を
同
一
集
圏
に
属
し
た
も
の
と
み
な
し
そ
の
出
自
を
考
察
の
封
象
と
す
る
。

ニ
h

墓
葬
上
の
い
く
つ
か
の
特
徴

1 

屈

肢

葬

- 4ー

二
蹴
墓
被
葬
者
の
骨
格
は
保
存
が
よ
く
、
葬
法
に
つ
い
て
は
、
前
掲
護
掘
簡
報
に
「
仰
身
曲
肢
」

と
報
告
さ
れ
て
い
る
。

少
し
く
脚
を
曲

げ
て
葬
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
雲
夢
睡
虎
地
秦
蕃
に
は
、
本
文
中
で
屈
肢
、
登
記
表
中
で
は
曲
肢
と
記
さ
れ
て
い
る
。
「
陳
論
文
」

は

帥

「
仰
身
曲
肢
(
徴
曲
的
曲
肢
葬
〉
」
と
記
す
。
『
雲
夢
睡
虎
地
秦
墓
』

と
『
睡
虎
地
秦
墓
竹
筒
』
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
棺
内
の
篤
員
に
よ
っ

て

ん
H
V

右
脚
の
大
腿
骨
と
腔
骨
と
の
成
す
角
を
計
る
と
約
一
一

O
度
で
あ
る
。

先
ず
、

ー屈
肢
葬
に
つ
い
て
の
概
略
を
み
て
お
き
た
い
。
屈
肢
葬
は
新
石
器
時
代
、
殿
代
墓
葬
に
み
ら
れ
る
が
、
多
分
そ
れ
と
は
別
系
で
春
秩

防

戦
園
期
に
北
方
で
盛
行
し
た
葬
法
で
あ
る
。
報
告
書
中
か
ら
屈
肢
葬
の
主
な
も
の
を
拾
い
表
に
し
た
の
が
表
ー
で
あ
る
。
こ
れ
を
み
る
と
、
映

西
奏
で
よ
り
強
い
葬
法
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
脚
の
屈
曲
の
程
度
も
秦
墓
で
強
く
、
完
全
に
折
り
曲
げ
ら
れ
た
も
の
が
多
い
。
中
原
で
は

そ
れ
程
強
く
な
い
。
例
と
し
て
、
洛
陽
焼
溝
附
近
の
戦
園
墓
、
仰
身
屈
肢
葬
四

O
の
内
需
を
示
す
と
、
四
五
度
以
下
の
屈
曲
甚
し
い
も
の
九、

四
五
度
か
ら
九
O
度
ま
で
が
一
四
、
九
O
度
以
上
の
徴
屈
一
七
と
な
っ
て
い
る
。
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61考古皐報 8，1954 

61 考古1959-7

21考古皐報1957-1

1 4 1考古1981-3

書告報

表

期

春秋早

春秋晩戟早

春秋晩秦

戦園

戦闘晩

西漠初

春秋中

西周晩

西周晩春秋早

戟図

春毛火 戟菌

戦園

戦 園 前

戟園

葬

時

肢

快西長安張家坂 |西

か扶風 雲塘

グ賓鶏繭臨盤

グ長安客省妊

グ鳳朔高在

グ西安牢披

グ大主主朝邑

甘粛盤牽 洞山

河南新鄭唐戸

P 上村嶺

グ貨s1'1、|二里尚

ググ 商社

グ洛陽中州路

ググ焼溝

河北武安午汲

グ郡都百家村

|山西長治分水嶺

四川巴塘礼金頂

屈

地土

表1

出

園 秦

な
い
の
で
あ
る
。
あ
り
あ
わ
せ
の
棺
に
葬
る
こ
と
が
考
え
ら

こ
の
よ
う
な
戦
園
期
に
中
原
、
秦
で
盛
行
し
た
屈
肢
葬
の

葬
法
が
南
方
へ
は
全
く
入
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
新

中
園
で
護
掘
さ
れ
た
戦
園
楚
墓
は
二
千
数
百
基
に
も
の
ぼ
る

A
t
w，
 

山
内
、
葬
法
の
知
ら
れ
る
も
の
の
内
、
一
つ
と
し
て
屈
肢
葬
は

A
匂

な
川
。
こ
の
黙
か
ら
睡
虎
地

一
一
読
墓
被
葬
者
は
楚
人
と
は

「
徴
曲
的
曲
肢
葬
」
と
も
書
か
れ
て
い

考
え
難
い
。
た
だ
、

る
よ
う
に
、
こ
れ
を
屈
肢
葬
と
断
定
す
る
こ
と
に
不
安
が
感

じ
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
葬
法
と
し
て
は
明
確

に
屈
肢
葬
と
し
て
葬
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
事
賓
が
あ
る
。
郎

- 5ー

戦

ち
、
先
述
の
棺
内
の
寓
員
を
み
る
と
次
の
事
に
気
附
く
。
頭

蓋
骨
頂
と
棺
壁
板
と
の
聞
は
二
、
三
糎
、
多
く
み
て
も
敷
糎

の
開
隔
し
か
な
い
。
叉
、
足
先
を
み
る
と
、
右
足
先
の
骨
は

棺
壁
板
に
嘗
っ
て
お
り
、
左
足
は
腫
ま
で
着
い
て
い
る
。

ま
り
、
脚
を
伸
ば
す
と
こ
の
被
葬
者
は
こ
の
棺
内
に
牧
ま
ら '0 

れ
な
い
以
上
、
こ
の
事
責
は
J

こ
の
棺
が
屈
肢
葬
を
前
提
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る。

即
ち
、

一一

競
墓
主
は
屈
肢

葬
に
よ
っ
て
葬
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
一
事
を
も
っ
て
し
で
も
一
一
競
墓
被
葬
者
は
楚
人
で
は
な
い
と
い
え
る。
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な
お
、
屈
肢
葬
を
前
提
と
し
て
棺
を
作
る
こ
と
は
秦
で
は
一
般
的
な
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
西
安
市
字
放
村
で
震
掘
さ
れ
た

一
一
二
基
の

A
司

，z向
H
F

戦
園
墓
は
す
べ
て
木
棺
墓
で
、
棺
長
は
一
般
的
に
一
・
五
か
ら
一
・
七
米
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
叉
、
鳳
朔
鯨
の
高
証
戦
闘
墓
中、

一
基
の
棺
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城
川
リ

帥

0

長
一
米
一

O
、
三
基
が
一
米
二
O
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
甘
粛
省
霊
蓋
鯨
で
は
、
洞
山
春
秋
墓
八
基
の
棺
長
は
一
米
二

O
か
ら

一
米
五
七

景

A
N
V
 

ん
け
い

家
荘
一
蹴
春
秋
墓
の
棺
長
は
一
米
五
六
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、

兵
器
の
副
葬
な
ど
か
ら
み
て
成
人
墓
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

2 

日
斤

叫
列

睡
虎
地
秦
漢
墓
か
ら
銅
鼎
二
、
餓
足
銅
鼎
一
、
鯨
鼎
三
、
陶
鼎
一
が
出
土
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
次
の
よ
う
な
見
解
も
生
ま
れ
た
。
即
ち
、

商
慶
夫
「
睡
虎
地
秦
簡
《
編
年
記
》
的
作
者
及
其
思
想
傾
向
」
は
、

「
注
意
に
値
す
る
の

一
一
蹴
墓
主
喜
の
家
の
祉
舎
的
地
位
に
言
及
し
て
、

は
、
随
葬
の
銅
鼎
一
個
で
あ
る
。
こ
れ
は
権
力
の
象
徴
で
あ
る
に
違
い
な
く
、
一
般
的
に
言
っ
て
奴
隷
主
貴
族
、
或
い
は
封
建
貴
族
の
殉
葬
口問

A
司
，

で
あ
る
。
墓
主
の
先
世
は
楚
園
の
貴
族
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
J
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら、

一
一
蹴
墓
出
土
銅
鼎
二
個
の
内
、

{
潟
員
、
園
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
一
個
を
み
る
と
、
器
桂
は
口
が
子
母
口
で
蓋
と
一
睡
で
扇
球
献
を
成
し
、

蓋
に
は
三
個
の
環
賦
紐
を
有
し
、
脚

は
蹄
足
で
短
い
。
こ
れ
は
中
原
、
秦
の
鼎
で
あ
る
。
秦
に
滅
ぼ
さ
れ
た
楚
の
人
が
秦
鼎
を
副
葬
で
き
た
と
は
考
え
に
く
い
。
叉
、
戦
園
秦
墓
で

帥

は
鼎
な
ど
の
躍
器
の
副
葬
が
極
め
て
稀
な
こ
と
、
更
に
、
一
九
七
八
年
河
南
省
泌
陽
鯨
の
秦
墓
か
ら
出
土
し
た
卒
安
君
鼎
を
鞍
園
晩
期
衛
園
の

、UH
M，

h
v
v
 

卒
安
君
の
鼎
で
秦
人
の
戦
利
品
と
し
て
泌
陽
に
賞
さ
れ
た
も
の
と
す
る
意
見
が
あ
り
、
叉
、
競
の
信
安
君
の
鼎
が
一
九
七
九
年
、
快
西
省
武
功

同

帥

豚
か
ら
出
土
し
た
例
な
ど
が
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と

- 6 ー

一
一
蹴
墓
出
土
銅
鼎
も
秦
人
が
中
原
で
得
た
も
の
と
も
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な

L、

助

一
一
蹴
墓
の
陶
鼎
で
あ
る
。

川

間

帥

帥

他
の
睡
虎
地
出
土
鼎
の
内
、
器
形
を
知
り
得
る
の
は
、
三
時
肌
墓
の
鍛
足
銅
鼎
、
九
競
墓
と
三
五
競
墓
の
鍛
鼎

続
墓
の
鼎
は
脚
の
長
い
こ
と
、
九
競
墓
出
土
鼎
も
脚
が
長
く
し
か
も
轡
曲
し
て
い
る
こ
と
な
ど
、
共
に
楚
鼎
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。
三
五
時
肌
墓

倒

出
土
鼎
も
脚
が
細
長
く
、
蓋
中
央
に
紐
を
有
し
、
環
形
耳
で
あ
る
勲
、
や
は
り
楚
鼎
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
鼎
も
本
来
墓
主
の
も
の
で

あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
事
買
が
あ
る
。
即
ち
、
三
競
墓
出
土
鍛
足
銅
鼎
は
器
内
が
破
損
後
、
釘
で
修
理
さ
れ
て
お
り
、
耳
の

-
方
は
後
に

別
に
附
け
ら
れ
た
鯨
耳
で
あ
る
。
器
慢
は
子
母
口
で
あ
る
か
ら
本
来
銅
蓋
が
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
失
わ
れ
て
木
蓋
が
被
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の



器
瞳
と
の
噛
合
せ
は
子
母
口
の
作
り
と
は
異
な
る
。
底
に
炊
煙
痕
が
あ
る
。
九
競
墓
の
時
間
鼎
も
修
復
さ
れ
た
も
の
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
み
て
く
る
と
、
こ
れ
ら
の
鼎
は
、
楚
人
が
家
俸
の
躍
器
と
し
て
副
葬
し
た
も
の
と
は
考
え
難
く
、

秦
人
が
楚
に
於
て
入
手
し
、
補
修
し

同

て
賞
用
に
供
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
陶
鼎
を
出
土
し
た
一
蹴
墓
は
西
漢
早
期
墓
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
鼎
は
他
と
器
形
が
異
な
り
、

脚
は
蹄
足
で
短
く
、
蓋
に
鉦
が
無
く
、
耳
が
外
号
し
て
い
る
。
こ
の
鼎
に
よ
く
類
似
し
た
陶
鼎
を
探
し
て
得
た
の
が
、
女
に
列
奉
す
る
墓
か
ら

出
土
し
た
も
の
で
あ
る
。

帥

例

制

江
蘇
省
銅
山
牒
江
山
西
漢
前
期
墓
、
山
東
省
臨
、
折
鯨
金
雀
山
九
競
西
漢
前
期
墓
、
山
西
省
検
次
市
五
競
秦
末
墓
、
侠
西
省
闘
鶏
蓋
溝
東
匡

帥

帥

K
二
西
漢
墓
、
映
西
省
耀
鯨
西
漢
初
期
墓

こ
の
内
、
映
西
省
の
墓
は
勿
論
、
山
西
省
検
次
市
、
江
蘇
省
銅
山
鯨
の
墓
も
秦
文
化
の
頼
著
な
墓
で
あ
る
。
山
東
省
臨
祈
豚
金
雀
山
九
時恥墓
に

は
楚
文
化
の
影
響
が
み
ら
れ
る
。

以
上
、
鼎
に
つ
い
て
も
、
そ
の
一
つ
一
つ
を
検
討
す
る
と
、
楚
人
の
副
葬
品
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

- 7 ー

3 

壁

禽

睡
虎
地
秦
漢
墓
二
二
基
の
内
、
木
棺
墓
の
二
九
、
三

O
競
墓
以
外
は
す
べ
て
一
樽
一

棺
墓
で
あ
る
。

樽
内
に
は
棺
室
の
外
に
二、

三
層
の
頭

箱
或
い
は
溢
箱
が
設
け
ら
れ
、
こ
の
中
に
大
部
分
の
副
葬
品
が
牧
め
ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
九
競
墓
に
大
小

二
箇
、
一
一
競
墓
に
一
箇
の
壁
倉
闘
が
穿
た
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
九
競
墓
の
大
高
に
は
羊
が
殉
葬
さ
れ
、
小
禽
に
は
陶
釜
、
陶
甑
各

一、

一
競
墓
の
禽
に
は
木
昭
享
一
、
木
足
泥
馬
三
、
泥
儒
二
が
牧
め
ら
れ
て
い
た
。

203 

墓
坑
内
に
壁
倉
田
を
穿
つ
こ
と
は
春
秋
に
始
ま
り
、
戦
園
期
に
は
全
園
的
に
行
な
わ
れ
た
。
有
寵
墓
は
主
に
無
停
の
小
型
墓
で
あ
り
、
副
葬
品

A
河
wa

hu、

を
牧
め
る
震
に
禽
が
穿
た
れ
て
い
る
。
春
秋
戦
園
期
の
有
樺
墓
で
は
、
普
通
、
棺
と
停
と
の
聞
に
副
葬
品
が
置
か
れ
、
禽
の
あ
る
例
は
な
い
。

睡

虎

地

秦

墓

の

よ

う

に

副

葬

品

用

の

頭

箱

、

更

に

禽

が

穿

た

れ

て

い

る

の

は

誠

に

異
常
な
こ
と
な
の
で
あ
刷。

遁
箱
が
あ
り
な
が
ら
、

し
か
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品り
ム目
v

一
一
瞬
墓
に
か
え
っ
て
壁
禽
が
あ
り
、
更
に
奇
妙
な
こ
と
に
、
九
競
墓
の
小
倉
田
に
は
生
活
用
容
器
の
陶
釜
、

陶
甑
が
わ
ざ
わ
ざ
牧
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
移
住
し
て
き
た
被
葬
者
集
圏
が
措
っ
て
い
た
惇
統
習
俗
と
考
え
ざ
る
を
得
な

も
、
副
葬
品
が
最
も
豊
富
な
九
、

し、。
そ
こ
で
、
有
禽
墓
の
護
掘
報
告
を
通
観
し
た
と
こ
ろ
、
こ
の
特
異
な
墓
葬
の
基
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
た
の
が
西
安
市
字
放
の

A
H
u
，
 

h
p
 

戦
園
墓
葬
で
あ
る
。

一
般
的
に
、
楚
墓
の
副
葬
品
は
陶
膿
器
が
主
で
、
秦
墓
は
生
活
用
の
器
が
主
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
池
田
論
文
」
「
陳

論
文
」
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
顕
著
な
相
異
貼
で
あ
る
が
、
特
徴
的
に
壁
禽
に
陶
釜
、
陶
甑
な
ど
の
生
活
用
容
器
を
牧
め
る
と
い
う
黙
で
の
密

A
Wザ

ム
H
V

一
一
一
一
基
の
牢
披
戦
園
墓
は
洞
室
墓
が
一

O
一
基
、
竪
穴
墓
が

一
一
基
で
、
す
べ
て
木
棺
に
葬

接
な
関
聯
が
西
安
宇
披
戟
園
墓
に
み
ら
れ
る
。

ら
れ
て
い
る
。
有
樗
墓
は
な
い
。
こ
の
一
一
二
基
中
に
は
副
葬
品
の
全
く
な
い
墓
が
四
五
基
も
あ
る
。

り
六
三
基
中
に
つ
い
て
、
副
葬
品
の
最
小
が
一
貼
、
最
多
が
九
黙
、

四
基
は
食
肉
の
み
の
副
葬
で
あ
る
。
残

一
般
的
に
二
貼
か
三
黙
で
あ
る
。
常
鈎
の
み
を
副
葬
し
た
墓
が
二
三
基
を

- 8ー

そ
の
内
、

陶
容
器

数
え
る
。
主
要
な
副
葬
品
で
あ
る
査
、
躍
な
ど
の
陶
器
(
金
属
容
器
は
な
い
。
)
が
副
葬
さ
れ
て
い
る
の
は
三
三
基
で
あ
る
。

一
箇
の
墓
が
一
七
基
、
二
箇
の
墓
が
一
二
基
で
、
三
箇
以
上
は
四
基
に
過
ぎ
な
い
。
副
葬
場
所
に
つ
い
て
は
、

鏡
、
帯
鈎
、
玉
石
器
が
一
般
的

に
棺
内
に
置
か
れ
、
陶
器
は
、
二
層
蓋
上
な
ど
に
置
か
れ
た
例
も
あ
る
が
、
大
部
分
は
壁
寵
に
牧
め
ら
れ
て
い
た
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま

し
か
も
、
そ
れ
ら
の
墓
は
、
無
副
葬
品
墓
が
四
割
に
達
し
、
全
般

り
、
陶
容
器
一
、
二
箇
を
壁
禽
に
牧
め
た
墓
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

的
に
副
葬
品
の
貧
し
い
こ
の
墓
群
の
中
に
あ
っ
て
は
、
鄭
重
に
葬
ら
れ
た
墓
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
字
放
戦
圏
墓
の
副
葬
品
の
特
徴
は
、
叉
、
戦
園
秦
の
中
央
地
域
で
の
民
衆
の
生
活
の
巌
し
さ
を
推
測
さ
せ
る
。
時
期
と
地
域
と

の
比
較
他
行
な
っ
て
み
る
と
、
学
技
に
近
く
、
時
期
の
先
行
す
る
快
西
省
長
安
鯨
盟
河
西
岸
客
省
証
の
春
秋
晩
期
か
ら
職
園
早
期
に
か
け
て
の

墓
七
一
艶
の
副
葬
品
が
一
三
四
黙
で
あ
る
の
に
く
ら
べ
て
、
牢
放
戦
国
墓
一
一
一
一
基
の
副
葬
品
は
一
二
七
黙
に
過
ぎ
な
い
。
戟
園
期
の
秦
の
他

古
川
ザ

ん
凶
い

地
域
の
墓
葬
を
み
る
と
、
東
部
の
大
嘉
照
朝
邑
の
戦
園
墓
二
六
基
の
副
葬
品
数
は

一
二
五
期
で
一
墓
卒
均
五
黙
で
あ
る
。
西
部
の
奏
の
奮
都市知

帥

城
南
郊
(
鳳
朔
豚
)
で
護
掘
さ
れ
た
春
秋
晩
期
か
ら
秦
代
に
及
ぶ
四
六
基
の
副
葬
品
は
千
百
齢
黙
に
達
す
る
。

こ
れ
ら
が
基
数
の
ま
と
ま
っ
た



A
屯
ザ

'
M苧

戦
園
秦
墓
の
護
掘
報
告
の
ほ
ぼ
す
べ
て
で
、
そ
こ
に
中
央
地
域
と
地
方
と
の
差
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

字
放
戦
園
墓
は
そ
の
基
数
の
多
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
豊
か
な
墓
が
な
く
、
該
地
方
の
民
衆
の
生
活
が
全
般
的
に
低
く
押
さ
え
ら
れ
て
い
た

こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
こ
の
よ
う
な
全
般
的
な
貧
し
さ
の
中
で
、
鄭
重
な
埋
葬
方
法
と
し
て
行
な
わ
れ
た
の
が
、

査
、
釜
、
甑
と
い
っ
た
生
活
用

容
器
を
倉
田
に
牧
め
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
こ
れ
が
習
俗
化
し
、
や
が
て
、
停
統
的
格
式
と
な
る
に
至
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
推

測
に
過
ぎ
な
い
が
、
こ
の
よ
う
に
考
え
な
い
と
理
解
し
に
く
い
の
が
睡
虎
地
九
披
墓
の
小
禽
と
そ
こ
に
牧
め
ら
れ
た
ロ
聞
で
あ
る
。
九
暁
墓
は一

般
職
園
秦
墓
と
は
比
較
に
な
ら
ぬ
豊
か
な
副
葬
品
を
牧
め
な
が
ら
も
な
お
殊
更
に
停
統
習
俗
が
重
ん
じ
ら
れ
た
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。
睡
虎
地

三
一
瞬
墓
は
棒
室
内
に
棺
室
と
漫
箱
を
有
す
る
が
、
遁
箱
内
の
副
葬
品
と
別
に
、
棺
停
の
聞
に
一
個
の
陶
釜
と
二
個
の
陶
甑
が
置
か
れ
て
い
た

同

と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
や
は
り
こ
こ
で
理
解
し
た
俸
統
習
俗
を
示
し
、
そ
の
強
さ
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

一
一
蹴
墓
の
禽
に
は
輯
車
の
明
器
が
牧
め
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
、
砲
を
穿
つ
習
俗
は
維
持
さ
れ
た
も
の
の
、
秦
に
在
っ
た
時
の
意
味
は

失
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

- .9一

以
上
か
ら
、
睡
虎
地
秦
漢
墓
被
葬
者
の
先
世
の
集
園
は
秦
の
中
央
地
域
に
居
住
し
て
い
た
と
の
推
測
が
許
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か。

4 

獣
頭
骨
の
副
葬

前
節
ま
で
で
は
、
睡
虎
地
秦
漢
墓
の
被
葬
者
は
楚
人
で
は
あ
り
得
ず
、
秦
人
、
多
分
、
戦
園
秦
の
中
央
地
域
に
居
住
し
て
い
た
人
々
の
後
喬

で
あ
ろ
う
と
推
測
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
睡
虎
地
秦
漢
墓
に
は
、
車
純
に
秦
人
の
墓
と
は
言
っ
て
し
ま
え
な
い
特
殊
な
埋
葬
習
俗
が
い
く
つ

か
見
出
さ
れ
る
。
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殊
に
顕
著
な
の
が
家
畜
の
頭
骨
の
副
葬
で
あ
る
。
三
、
七
、
二
、
三
六
競
墓
の
樽
蓋
上
に
、
馬
頭
或
い
は
牛
頭
が
置
か
れ
て
い
向
。
特
に

一
一
競
墓
と
三
六
競
墓
で
は
牛
頭
骨
が
停
上
中
央
に
正
し
く
正
面
を
向
け
て
据
え
ら
れ
て
い
た
。
強
い
習
俗
的
表
現
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
報
告

書
中
か
ら
獣
頭
骨
副
葬
の
例
を
集
め
て
み
た
の
が
表
2
で
あ
る
。
犬
、
馬
な
ど
の
殉
葬
は
殿
代
か
ら
み
ら
れ
、

頭
骨
副
葬
は
そ
れ
か
ら
涯
生
し
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献頭骨副葬表

|墓披 |出土地 時期 内 t宅~ 報告 書

山東寧陽 新石末殻前 毎墓 猪頭他 文 物1959-10
// 蓬莱 西 周 4 牛頭 1 文物資料叢刊 3 
// // υ 一般 馬頭 ・肢骨 " " 

河南段盛 股 牛羊猪狗頭 考古摩報1979-1

河北房山 西周早 牛狗頭 ・肢骨 考 古1974-5
// 懐 来 戟図早 1， 2 牛馬羊頭 ・肢骨 // 1966-5 ' 

甘粛盤整 西 周 7 施中馬頭1 考古里喜報1977-2
// // 春 秋 1 牛頭1羊頭2 考 古1981-4

// 永 登 戦 図 殉坑 牛馬羊頭多数 考古輿文物日~~-~ I 
内蒙古呼魯斯太 1/ 2 馬頭 27 文物1980-7

グ 桃紅巴技 // 1 牛頭4馬頭9羊頭2 考古翠報1976-1! 
// // // 2 牛頭4馬頭3羊頭42 " 

// 

グ西縛畔 戦園晩 馬羊頭 文 物1980-7

グ准格爾 戦園末 ・秦 t毛2 牛頭 1 1/ 1977-5 

// // 西漢前 土毛 6 牛頭 1 // // 

湖北極虎地 戟園末 3 惇蓋上馬頭1 // 1976-9 

// // // 7 // // 雲夢睡虎地秦墓

// // 秦 11 グ 正中牛頭1 文 物1976-6

// // // 36 // // 考 古1981-1

際西臨澄 // 11 街中牛頭1 考古典文物1980-2

内蒙古陳巴爾虎 東 E主 棺蓋上牛頭 文 物1977-5

// // // 1 牛頭12馬頭12狗頭3 " " 
グ 礼賛諾爾 // 馬羊頭 // 1/ 

// // 東 漢末 6 棺蓋上牛頭1 考 古1961-12

// // // 8 馬類 1 // 1/ 

// 1/ // 16 棺蓋上牛頭3馬頭1 // " 
// 1/ // 19 グ 牛頭1羊頭2 // // 

// // // 23 グ 羊頭1 1/ " 
// // // 29 馬頭1羊頭1 // // 

表 2

た
習
俗
と
思
わ
れ
る
。
河

北
省
懐
来
鯨
の
例
で
は

頭
骨
と
四
肢
骨
が
揃
え
ら

れ
て
い
る
。

表
2
か
ら
わ
か
る
よ
う

に
、
獣
頭
骨
を
副
葬
す
る

習
俗
は
中
園
本
土
で
は
ほ

と
ん
ど
み
ら
れ
ず
、
北
方

遊
牧
民
の
聞
で
盛
行
し
て
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い
る
。
睡
虎
地
の
例
は
特

異
な
の
で
あ
る
。
快
西
省

で
は
秦
代
墓
に
一
例
あ
る

も
の
の
、
睡
虎
地
に
つ
な

が
る
べ
き
戦
園
期
以
前
の

例
は
全
く
な
い
。
こ
の
こ

と
は
、
睡
虎
地
秦
漢
墓
被

葬
者
の
先
世
を
滑
水
盆
地

で
農
耕
主
瞳
の
生
活
を
管

ん
で
い
た
純
粋
の
秦
人
と



す
る
こ
と
を
た
め
ら
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

か
と
言

っ
て
内
蒙
古
の
北
方
遊
牧
民
と
も
亨
え
ら
れ
な
い
。
表
2
の
内
、
地
理
舶
に
険
西
秦
に
極

ん
凶
い

め
て
近
い
の
が
甘
粛
省
霊
牽
厭
で
あ
る
。
霊
蓋
鯨
白
草
披
の
西
周
墓
八
基
の
内
、
七
時肌墓
の
壁
禽
に
馬
頭
が
牧
め
ら
れ
て
お
り
、
問
、

景
家
荘

4
q
 

の
春
秋
墓
一
一
瞬
墓
の
樟
の
傍
に
一
箇
の
牛
頭
骨
と
二
箇
の
羊
頭
骨
が
副
葬
さ
れ
て
い
た
。
霊
蓋
鯨
は
秦
の
奮
都
落
城
、
今
の
鳳
朔
豚
の
北
、

甘

粛
省
が
快
西
省
へ
入
り
込
ん
だ
地
域
の
先
端
に
位
置
す
る
。
暫
く
霊
蓋
鯨
に
つ
い
て
み
て
み
た
い
。

霊
蓋
鯨
で
護
掘
さ
れ
た
墓
葬
を
み
る
と
、
獣
頭
骨
副
葬
の
外
に
も
睡
虎
地
の
い
く
つ
か
の
特
殊
な
墓
葬
と
類
似
す
る
も
の
が
見
出
さ
れ
る
。

片
の
一
つ
は
、
惇
室
上
に
原
木
を
並
べ
る
こ
と
で
あ
る
。
睡
虎
地
の
有
停
墓
二

O
基
と
、

そ
こ
か
ら
東
南
約
四
百
休
の
所
に
あ
る
大
墳
頭
一
蹴

'up 

甚
と
の
停
頂
板
上
に
は
字
国
筒
般
に
下
の
削
ら
れ
た
原
木
が
横
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
上
か
ら
寓
し
た
寓
員
を
み
る
と
原
木
丸
味
が
並

ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
特
異
な
墓
葬
で
他
に
そ
の
例
を
み
な
い
。
た
だ
、
霊
蓋
豚
に
は
類
似
す
る
墓
葬
が
あ
る
。
洞
山
春
秋
墓
で
あ

る
。
こ
の
八
基
の
墓
葬
は
、
停
が
一
式
と
二
式
に
分
け
ら
れ
、
一
式
は
樺
蓋
が
原
木
で
横
に
並
べ
ら
れ
、
二
式
は
樟
蓋
板
上
に
更
に
数
本
の
原

木
が
横
に
置
か
れ
る
。
こ
の
一
式
か
ら
二
式
へ
、
そ
し
て
睡
虎
地
の
様
式
へ
と
連
績
す
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
叉
、
霊
蓋
鯨
白
草
披
二

競
西
周
誌
は
墓
室
の
北
端
に
煤
が
一
面
に
附
着
し
、
草
木
の
燃
殻
が
あ
っ
た
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
睡
虎
地

一
一
蹴
墓
の
墓
坑
四
隅
に

燃
え
残
り
の
灰
が
あ
っ
た
こ
と
と
共
通
す
る
。
燦
祭
の
如
き
こ
と
が
行
な
わ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
睡
虎
地
三
六
競
墓
の
棒
底
、

三

九
競
墓
と
大
墳
頭
一
競
墓
の
棺
底
に
は
細
砂
が
敷
か
れ
て
い
た
。
こ
れ
も
、
霊
葦
腺
白
草
披
七
競
墓
の
棺
底
に
白
色
細
土
と
紅
殊
土
各
一

層、

同
九
蹴
墓
墓
底
に
白
土
が
敷
か
れ
て
い
た
の
が
、
段
代
以
来
贋
く
み
ら
れ
る
殊
砂
は
別
と
し
て
、
わ
ず
か
の
類
例
で
あ
る
。
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以
上
の
よ
う
に
、
睡
虎
地
秦
漢
墓
に
み
ら
れ
る
特
異
な
墓
葬
様
式
が
霊
蓋
鯨
の
西
周
、
春
秋
墓
と
逼
じ
合
っ
て
い
る
。
た
だ
、
南
者
の
聞
に

は
、
時
期
的
に
戦
園
期
が
抜
け
て
お
り
、
両
者
が
直
接
結
び
つ
く
も
の
か
ど
う
か
は
何
と
も
言
え
な
い
。
た
だ
、
今
日
ま
で
の
と
こ
ろ
、
霊
蓋

豚
で
の
戦
園
墓
の
護
掘
が
報
告
さ
れ
て
い
ず
、
春
秋
墓
の
護
掘
報
告
も
、
こ
こ
に
引
用
し
た
も
の
が
そ
の
す
べ
て
で
あ
る
。
そ
こ
に
種
々
の
特
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殊
な
墓
葬
様
式
に
於
け
る
睡
虎
地
と
の
共
通
性
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
今
後
の
考
古
拳
的
資
料
の
蓄
積
に
侠
つ
べ
き
黙
が
多
い
が
、
今

日
、
睡
虎
地
の
被
葬
者
の
出
自
を
検
討
す
る
場
合
、
霊
蓋
厭
を
手
掛
り
と
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
以
下
、
霊
蓋
牒
の
地
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理
的
、
歴
史
的
位
置
か
ら
考
察
し
て
み
た
い
。

伺

霊
蓋
鯨
の
北
に
贋
が
る
地
域
は
、
戦
園
期
に
秦
と
激
し
い
攻
防
を
操
り
返
し
た
義
渠
戎
の
地
で
あ
る
。
又、

秦
代
に
入
る
と
、
こ
の
返
り
は

伺

北
方
の
旬
奴
に
射
す
る
長
城
築
営
の
根
接
地
的
位
置
を
占
め
る
。
つ
ま
り
、
霊
蓋
鯨
の
過
り
は
秦
の
戎
、
旬
奴
に
劃
す
る
前
線
基
地
的
位
置
に

あ
り
、
北
方
遊
牧
系
民
族
と
の
交
流
も
考
え
ら
れ
る
土
地
柄
で
あ
る
。

倒

次
に
、
そ
の
民
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
霊
蓋
牒
の
地
は
漢
代
の
鶏
捌
鯨
で
、
北
地
郡
に
属
し
て
い
た
。
漢
書

・
巻
二
八
下
・
地
理
志
下

・

北
地
郡
の
僚
を
み
る
と
、
そ
こ
に
列
奉
さ
れ
た
鯨
名
の
中
に
は
、
史
記
・
巻
一
一

0
・
旬
奴
列
俸
に
戎
の
一
と
し
て
翠
げ
ら
れ
て
い
る
向
桁

伺

と
、
除
道
、
略
畔
道
、
義
渠
道
と
い
う
道
を
附
し
た
牒
名
が
あ
る
。
道
は
、
久
村
因
氏
の
研
究
に
依
れ
ば
、

秦
代
、

蜜
夷
の
地
に
設
け
ら
れ
た

行
政
匡
劃
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
霊
蓋
鯨
一
帯
が
春
秋
職
園
期
に
笹
夷
の
多
く
居
時
す
る
地
域
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。

よ
り
康
く
、

秦
領
内
に
多
く
の
混
夷
が
存
在
し
た
こ
と
は
、
好
並
隆
司
氏
も
論
述
さ
れ
て
い
る
。
叉
、
子
豪
亮
氏
も
「
秦
王
朝
関
子
少
数
民
族

制

的
法
律
及
其
歴
史
作
用
」
で
、
秦
の
設
展
に
伴
い
領
内
の
少
数
民
族
が
増
大
し
た
と
述
べ
て
、
出
土
秦
律
中
に
含
ま
れ
る
「
屡
邦
律
」
他
四
僚

の
少
数
民
族
に
か
か
わ
る
候
文
を
通
し
て
、
秦
と
少
数
民
族
と
の
開
係
を
考
察
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
秦
と
戎
と
の
関
係
を
一
示
す
史
料
を
史
記
中

か
ら
少
し
拾
っ
て
み
る
と
、
秦
本
紀
に
、
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裏
公
、
兵
を
以
て
周
の
卒
王
を
迭
る
。
卒
王
、
裏
公
を
封
じ
て
諸
侯
と
魚
し
、
こ
れ
に
岐
以
西
の
地
を
賜
い
て
日
く
、
戎
は
無
道
に
し
て

我
が
岐
、
豊
の
地
を
侵
奪
せ
り
。
秦
、
能
く
戎
を
攻
逐
せ
り
。
即
ち
其
の
地
を
た
も
て
と
。
と
も
に
誓
い
て
こ
れ
を
封
霞
す
。
裏
公
こ
こ

に
於
て
始
め
て
園
し
、
:
:
:
十
二
年
、
戎
を
伐
ち
て
岐
に
至
り
、
卒
す
。

と
あ
る
。
穆
公
僚
に
は
、

謀
り
て
戎
王
を
伐
ち
、
園
を
盆
す
こ
と
十
二
、
地
を
聞
く
こ
と
千
里
、

迭
に
西
戎
に
覇
た
り
。

と
記
さ
れ
る
。
商
戦
費
法
で
名
高
い
孝
公
僚
に
も
、
「
西
、
戎
の
源
王
を
斬
る
。
」
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

春
秋
戦
園
期
を
通
じ
て
、

秦
は
戎

地
に
そ
の
領
域
を
横
大
し
た
の
で
あ
り
、
秦
領
内
に
は
、
殊
に
周
謹
地
域
に
は
よ
り
多
く
、
異
族
が
混
在
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ



う
し
た
異
族
を
以
下
、
混
夷
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。

次
に
、
そ
の
地
の
産
業
に
つ
い
て
は
、
史
記
・
巻
一
二
九
・
貨
殖
列
俸
に
、

同

烏
氏
(
正
義
、
麻
な
り
。
古
城
は
淫
州
安
定
豚
《
今
の
淫
川
勝
》
東
四
十
里
に
在
り
。
)
の
保
は
畜
牧
し、

衆
き
に
及
べ
ば
斥
貰
し
て
:
:
:
畜
は
谷

を
用
っ
て
馬
、
牛
を
量
る
に
至
る
。

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
牧
畜
の
盛
ん
な
土
地
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

以
上
、
霊
蓋
鯨
を
手
掛
り
と
し
て
考
え
る
と
、
獣
頭
骨
副
葬
は
生
活
に
占
め
る
牧
畜
の
比
重
の
大
き
い
混
夷
の
一
部
集
圏
に
よ
っ
て
行
な
わ

れ
て
い
た
墓
葬
習
俗
の
一
つ
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
推
測
に
達
す
る
。
睡
虎
地
被
葬
者
の
先
世
達
は
、
秦
人
で
は
あ
っ
て
も
秦
本
来
の
農
耕

民
で
は
な
く
、

秦
地
の
縁
迭
に
土
着
し
て
い
た
混
夷
の
一
つ
で
あ
っ

た
と
考
え
た
方
が
よ
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
を
前
節
で
の
考
察
と
重
ね
合

わ
す
と
、
彼
ら
混
夷
集
園
が
、
戦
圏
中
期
の
秦
の
東
方
へ
の
準
出
、
威
陽
遷
都
と
い
っ
た
情
況
の
も
と
で
、
中
央
地
域
へ
と
集
圏
移
住
せ
し
め

- 13-

ら
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

こ
の
集
園
が
や
が
て
秦
の
楚
攻
略
に
伴
っ
て
、
大
奉
雲
夢
の
地
へ
移
動
し
て
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
次
に
こ
の
貼
に
関
聯
し
て
、
睡
虎

地
秦
漢
墓
の
副
葬
品
中
、
特
徴
の
額
著
な
器
物
を
採
り
あ
げ
て
考
察
を
進
め
た
い
。

5 

輩
、
繭
形
壷
、
蒜
頭
査

睡
虎
地
秦
漢
墓
か
ら
、

五
箇
の
蒜
頭
査
、

一
四
箇
の
輩
、

一
箇
の
繭
形
査
が
出
土
し
た
。

『
文
物
』
の
護
掘
簡
報
は
こ
れ
ら
を
「
秦
文
化
の

典
型
器
物
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
三
種
の
器
物
、
特
に
整
に
つ
い
て
は
少
し
詳
し
く
み
て
み
た
い
。

園
ー
に
一
例
ず
つ
掲
げ
た
が
、
整
は
主
に
銅
製
で
丸
底
、
頚
が
や
や
く
び
れ
ロ
縁
が
農
が
る
。

小
の
縄
目
紋
(
察
扶
紋
)
の
環
耳
が
附
く
。

一
箇
叉
は
二
箇
の
、

二
箇
の
場
合
は

一
大

一

A
H
"'
 

高
さ
、
腹
径
共
に
お
お
よ
そ
一
五
糎
か
ら
二

O
極
ま
で
の
小
型
で
丸
々
と
し
た
鍋
で
あ
る
。
繭
形

制

日
本
で
は
俵
査
と
呼
ば
れ
る
。
そ
れ
ら
の
名
が
表
わ
す
形
の
胴
の
上
下
に
互
に
よ
く
似
た
形
の
口
と

209 

査
は
卵
形
査
、
鴨
蛋
壷
と
も
報
告
さ
れ
、
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蒜頭登(大墳頭Ml)

⑬ 

登(睡虎地M9)

繭形査(大~朝邑M 1) 

君主，繭形壷，蒜頭登

圏
足
が
附
く
。
蒜
頭
査
は
六
鱒
或
い
は
八
郷
、

稀
に
一
二
艇
の

に
ん
に
く
肢
の
口
を
し
た
査
で
、
肩
査
も
あ
る
が
主
に
長
頚
の

歪
で
あ
る
。

一、川
u
マ

ト
h
v

整
の
出
土
報
告
を
一
覧
表
に
し
た
の
が
表
3
で
あ
る
。
こ
れ

3
、
4
、
5
で
あ
る
。

こ

を
時
期
別
の
園
に
し
た
の
が
圃
2
、

一、

整
は
秦
文
化
の
典

の
表
、
固
か
ら
次
の
こ
と
が
わ
か
る
。

型
器
物
と
い
う
よ
り
、
正
確
に
は
巴
萄
文
化
の
典
型
器
物
と
呼

ふ
h
v

ば
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
二
、
戦
園
末
、

秦
代
に
巴
萄
よ
り

圃1

西
漢
期
に
全
固
に
欄
播
し
、

四
、
東
漢
期
に
は
急
速
に
衰
え
て
消
滅
し
た
の
で
あ
る
。
整
が
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楚
の
領
域
に
流
入
し
た
。

こ
の
よ
う
な
推
移
を
辿
っ
た
原
因
を
整
の
も
つ
機
能
と
歴
史
朕
況
と
か
ら
考
え
て
み
た
い。

て

携
帯
に
便
利
で
あ

警
を
生
ん
だ
四
川
省
の
土
地
柄
と
畿
の
器
形
と
か
ら
、
そ
の
機
能
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
特
徴
が
考
え
ら
れ
る
。

る
。
時
期
の
古
い
も
の
は
片
耳
で
あ
り
、
雨
耳
の
も
の
も
一
般
に
片
耳
が
大
き
い
の
で
移
動
、
旋
の
際
に
家
畜
や
人
の
背
の
荷
に
縛
り
つ
け
る

の
に
都
合
が
よ
い
。
二
、
そ
の
大
き
さ
か
ら
し
て
個
人
又
は
小
家
族
用
で
あ
る
。
三
、

一
個
で
い
く
つ
か
の
機
能
を
果
肉
つ
ま
り
、

1
各
種

伺

紛

の
煮
炊
き
が
で
き
刷
。

2
ご
と
く
と
一
瞳
で
携
帯
す
れ
ば
野
行
、
軍
一
放
で
の
炊
事
に
極
め
て
便
利
で
あ
る
。
3
有
蓋
の
例
も
あ
る
の
で
、
穀
、

豆
な
ど
の
貯
識
に
も
利
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
頚
が
く
び
れ
て
い
る
の
で
、

口
を
布
で
覆
い
頚
を
縛
れ
ば
貯
蔵
、
運
搬
共
に
便
利
で
あ
っ

制

た
ろ
う
。

4
穀
、
豆
を
揖
き
、
柔
ら
げ
る
の
に
も
利
用
で
き
る。

以
上
の
酷
か
ら
、

警
は
巴
萄
の
民
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
、
そ
の
運
搬
性
、

多
機
能
性
が
流
入
し
た
秦
軍
人
、
遷
徒
の
闘
に
喜
こ
ば
れ
、

が
て
楚
攻
略
に
伴
っ
て
楚
領
域
へ
賀
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

や
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表3 警出 土表

出|時期|数|報告書 12222123初1~I 

I gg~ :m 121 グ 1湖南長沙| グ 1 21文 物19ωー3
グ成都|職園早121文 物1976-311 グ | グ 1 11 

グ祭経|敏園晩秦111文物資料叢刊 4 11グ合浦|西漢晩111;文物資、

| グ 1 11 3t4'frJli:1SfilfU 4 11貴州威寧| 汐 1 11 
グ成都1西漢前111考古遁訊1957-211グ グ |東 1 11 

1 1/ 1121文物，考古(本文)11グ新津| グ 1 31 
I gg~ :m 121 グ Iか理豚|東漢晩111文

| グ 1 11中原文物別2-111内蒙古准格爾旗11 1内蒙古出土文物選集

庚東康州 Igg漢早131考古皐報1974-1

時期不明確

9

4

帯

mw

地

剖

城長

qu 
A

古

1

蒙

H
考

内

内

4

唱

4

t

A

豚

棉

)務

理

石

大

H
H

古
川

四

(

-15-



次
に
、
秦
軍
が
巴
窃
か
ら
楚
へ
進
攻
し
た
行
路
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
先
ず
、

文
献
か
ら
み
て
み
る
。
秦
が
巴
間
切
を
滅
ぼ
し
た
の
は
、
史

、内ヨ
，

b
p
 

記
・
秦
本
紀
、
六
園
年
表
、
張
儀
列
博
、
華
陽
園
志
・
萄
志
に
よ
れ
ば
、
秦
の
恵
王
の
時
で
あ
る
。
そ
の
後
、
多
く
の
秦
人
が
巴
局
へ
流
入
し

ペリ'nv
 

た
こ
と
は
、
華
陽
園
志
・
萄
志
に
「
秦
民
首
門
家
を
移
し
之
を
質
す
に
と
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
知
ら
れ
る
。
秦
の
楚
攻
撃
路
を
一示
す
史
料
に
は
、

先
ず
、
史
記
・
巻
六
九
・
蘇
秦
列
俸
に
、

212 

秦
、
必
ず
南
箪
を
起
こ
さ
ん
。

一
軍
は
武
闘
を
出
で

一
軍
は
勲
中
へ
下
れ
ば
則
ち
都
、
部
動
か
ん
。

と
あ
り
。
問
、
各
七

0
・
張
儀
列
俸
に
も

戟園期君主出土園園2

- 16ー

秦代釜出土園国 3



西漢代君主出土園

圃5 東漢代繁出土園

~ 17ー

聞4

秦
の
西
に
巴
萄
あ
り
。
大
船
は
粟
を
積
み
て
波
山
よ
り
起
ち
、
江
に
浮
び
て
己
に
下
れ
ば
楚
に
至
る
ま
で
三
千
絵
里
。
:
:
:
秦
、
甲
を
拳

附
て
武
闘
を
出
で
、
南
面
し
て
伐
た
ば
則
ち
北
地
絶
た
れ
ん
。

品
川
ザ

と
あ
り
こ
こ
に
は
、
武
闘
を
出
て
北
か
ら
直
接
楚
を
攻
撃
す
る
遁
と
局
よ
り
長
江
を
下
り
西
か
ら
攻
撃
す
る
遁
と
が
示
さ
れ
て
い
る。

そ
の

攻
撃
に
つ
い
て
は
、
問
、
巻
五
・
秦
本
紀
に
、

ハ
昭
裏
王
)
二
十
七
年
(
前
二
八
O
〉
、
司
馬
錯
を
し
て
瀧
西
を
蛮
し
萄
に
因
り
て
楚
の
勲
中
を
攻
め
し
め
之
を
抜
く
。
二
十
八
年
、
大
良

造
白
起
、
楚
を
攻
め
て
部
、
郵
を
取
る
。
:
:
:
三
十
年
、
局
守
若
、
楚
を
伐
ち
、
亙
郡
を
取
り
、
江
南
に
及
び
て
品
川中
郡
と
魚
す
。

213 
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と
あ
る
。
こ
う
し
た
二
道
か
ら
の
準
攻
を
裏
附
け
る
考
古
賀
料
が
あ
る
。

d
d，
 

'hv 

長
江
を
下
っ
た
道
を
示
す
の
は
、
湖
北
省
宜
昌
市
北
郊
前
坪
な
ど
で
瑳
掘
さ
れ
た
戦
園
間
漢
墓
四
三
基
で
あ
る
。
こ
の
内
の
前
坪
二
三
競
戦

園
墓
は
、
巴
式
矛
、
奏
家
刻
銅
印
な
ど
の
出
土
か
ら
、
巴
攻
略
に
か
か
わ
り
、

楚
攻
撃
軍
に
加
わ
っ
た
秦
軍
官
の
墓
と
さ
れ
て
い
る
。
叉、

西

漠
墓
か
ら
は
二
箇
の
輩
、

一
二
箇
の
蒜
頭
査
が
出
土
し
て
い
る
。

武
開
か
ら
の
道
、
買
は
後
述
の
よ
う
に
、
武
闘
か
ら
部
、
郵
を
攻
撃
し
た
の
で
は
な
く
、
巴
、
漢
中
よ
り
漢
江
を
下
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

付

る
が
、
こ
の
道
を
示
す
の
は
、
湖
北
省
宜
域
鯨
楚
皇
域
西
四

O
O
米
、
雷
家
援
の
六
基
の
秦
漢
墓
で
あ
る
。
宜
城
鯨
は
楚
の
別
都
郡
の
地
と
考

hv 

え
ら
れ
る
。
こ
の
内
未
破
壊
の
三
基
は
戦
園
墓
を
削
っ
て
い
る
。
時
期
に
つ
い
て
は
、

秦
牢
南
銭
を
出
土
し
た
が
漢
字
雨
、
五
妹
銭
を
出
土
し

従
っ

て、

西
漢
の
文
、
景
の
際
ま
で
下
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

今

、

こ

れ

を

戦

園

末

秦
代
墓
と
し
て
考
察
し
て
よ
い
と
考
え
る
。
楚
王
城
近
く
で
戦
園
墓
を
削
っ
て
い
る
の
は
、
侵
攻
秦
軍
人
の
墓
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
叉
、
同
時

な
い
の
で
、

秦
昭
袈
王
二
八
年
〈
前
二
七
九
)
以
降
、
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に
設
掘
さ
れ
た
職
園
墓
と
は
副
葬
品
が
著
し
く
異
な
る
。

陶
躍
器
を
主
桂
と
す
る
戦
園
楚
墓
と
異
な
り
、
銅
器
、
生
活
用
具
、
武
器
が
副
葬
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
黙
は
先
述
の
宜
昌
戦
園
墓
も
同
様
で
あ
る
。
更
に
、
銅
肇
二
箇
、
銅
蒜
頭
萱
四
箇
が
出
土
し
た。

こ
れ
も
宜
昌
西
漠
墓
と
劉

躍
す
る
。

次
に
、
秦
軍
が
郡
(
宜
城
師
腕
)
へ
至

っ
た
道
は
武
闘
か
ら
直
接
達
す
る
遁
で
は
な
く
、
漢
江
の
上
流
、

漢
中、

巴
か
ら
の
道
で
あ
っ
た
可
能

性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
そ
の
理
由
を
述
べ
て
み
た
い
。

先
に
引
い
た
蘇
秦
列
俸
に
は
又
次
の
文
が
あ
る
。

局
地
の
甲
、
船
に
乗
り
て
改
よ
り
浮
か
び
、
夏
水
に
乗
じ
て
江
を
下
れ
ば
五
日
に
し
て
引
に
至
る
。

漢
中
の
甲
、
船
に
乗
り
て
巴
よ
り
出

で
、
夏
水
に
乗
じ
て
漢
を
下
れ
ば
四
日
に
し
て
五
渚
に
至
る
。
寡
人
甲
を
宛
の
東
に
積
み
、
随
へ
下
ら
ん
。

一
方
、
史
記
・
巻
四

0
・
楚
世
家
、
頃

こ
こ
に
も
楚
攻
骸
の
二
道
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
北
方
か
ら
の
攻
撃
路
は
漢
江
沿
い
と
さ
れ
て
い
る
。

「
奏
、
楚
を
伐
ち
、
楚
軍
敗
る
。
上
庸
、
漢
北
の
地
を
割
き
て
秦
に
予
う
。
」
と
あ
る
。

上
庸
は
、
久
村

裏
王
一
九
年
(
前
二
八
O
)
僚
に
は
、



因
氏
の
研
鮒
に
依
れ
ば
、
楚
の
漢
中
の
地
で
、
南
鄭
を
中
心
と
す
る
秦
地
の
東
に
郷
す
る
。
秦
は
こ
の
地
の
併
合
に
よ
り
漢
江
沿
い
の
楚
攻
略

が
容
易
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
翌
年
の
昭
裏
王
二
八
年
(
前
二
七
九
)
僚
の
秦
本
紀
に
「
大
良
造
由
起
、
楚
を
攻
め
て
部、

取
り
、
罪
人
を
赦
し
て
之
を
遷
す
。
」
と
あ
る
の
で
あ
る
。

郵
を

次
に
、
考
古
屋
e

の
方
面
か
ら
こ
れ
を
み
て
み
る
と
、
戦
園
、
秦
代
の
警
の
出
土
が
、
表
3
、
園
2
、
3
に
み
た
よ
う
に
、
巴
萄
、
映
西
秦
、

楚
地
に
隈
ら
れ
て
、
三
五
日
の
地
に
は
な
い
こ
と
。
例
え
ば
、
蒜
頭
査
の
出
土
な
ど
秦
文
化
の
影
響
の
強
い
山
西
検
次
の
墓
群
、
そ
の
他
の
秦
人

A
N
W
 

'円
V

墓
之
さ
れ
る
墓
か
ら
も
出
土
し
な
い
。
快
西
省
か
ら
の
出
土
も
四
川
、
湖
北
に
比
し
て
わ
ず
か
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
肇
が
秦
本
園
で
は
一
般

化
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
貼
か
ら
み
て
、
部
〈
宜
城
豚
)
に
至
っ
た
秦
軍
は
、
威
陽
を
出
て
藍
回
、
武
闘
を
経
て

付

直
接
楚
に
入
っ
た
の
で
は
な
く
、
一
度
、
巴
萄
を
経
由
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
楚
地
に
整
が
贋
が
る
こ
と
と
な
り
、

秦
か

ら
直
接
攻
撃
す
る
三
菅
か
ら
は
肇
が
出
土
し
な
い
の
で
あ
る
。
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繭
形
壷
、
蒜
頭
査
の
出
土
表
が
表
4
、
5
で
あ
る
。
戦
圏
、
秦
代
の
出
土
は
ほ
と
ん
ど
快
西
省
で
あ
る
。
正
し
く
秦
文
化
の
典
型
器
物
で
あ

る
。
殊
に
繭
形
査
は
、
映
西
戦
園
墓
出
土
二
三
箇
の
内
、
鳳
朔
鯨
出
土
の
一
箇
を
除
い
て
他
は
す
べ
て
圏
足
が
無
い
と
い
う
特
色
が
あ
る
。
快

西
省
以
外
の
出
地
品
は
す
べ
て
圏
足
を
有
す
る
。
圏
足
が
無
け
れ
ば
地
上
に
は
置
け
な
い
。
家
畜
の
背
に
掛
け
る
運
搬
用
容
器
と
し
て
生
ま
れ

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
胴
の
形
は
家
畜
の
背
で
轄
が
る
の
を
防
い
だ
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。
快
西
省
出
土
の
も
の
に
は
稚
拙
な
も
の
が
あ
る
が
、

漢
代
、
河
南
省
出
土
の
も
の
な
ど
は
彩
絵
を
施
さ
れ
た
工
襲
品
に
護
達
し
て
い
る
。
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以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
、
睡
虎
地
被
葬
者
の
先
世
は
秦
の
縁
漫
に
あ
っ
た
故
地
を
離
れ
、
中
央
地
帯
で
の
生
活
を
経
て
、
秦
軍
の
楚
攻
略
に

伴
い
、
巴
萄
か
ら
漢
江
か
長
江
を
下

っ
て
雲
夢
に
至
っ
た
混
夷
の
集
圏
と
推
定
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
睡
虎
地
四
時
抗
墓
か
ら
は
二
枚
の
木

臆
家
信
が
出
土
し
た
が
、
そ
の
内
容
は
共
に
、
遠
く
離
れ
た
戦
場
の
息
子
た
ち
か
ら
の
衣
類
、
金
銭
迭
付
の
念
請
で
あ
る
。
こ
れ
を
み
る
と
、

嘗
時
の
兵
士
の
衣
類
な
ど
は
自
掛
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
こ
の
よ
う
な
若
者
が
戦
場
で
活
動
で
き
た
の
も
、

え
た
強
固
な
集
圏
の
存
在
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

一
つ
に
は
彼
ら
の
背
後
で
こ
れ
を
支
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日 |時期 |数 | 報告書 | 
険西成陽 i被図 8 考古1962-6
グ西安 /，ノ 9 考古皐線的
グ大1); I! 3 文物資料殻刊 2 
。耀豚 1/ 1 考古1959-3: 
グ鳳朔 職園晩 1 考古典文物1981-1; 
グ淳化 // 1 グ 1982→ 1

"大寺~ 西漢初 2 文物資料叢刊 2 
グ威陽 西淡 1 文 物1977-

四川成都 秦 1 考古務報1956-4
湖北雲夢 // 1 文 物1976-9
河南新郷 西淡 1 人 民中 国1973-6
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表 5

「
編
年
記
」
を
手
掛
り
に
、

漢
江
沿
い
と
長
江
沿
い
の
二
道
を
一
つ
に
絞
っ
て
み
た
い
。

「編

年

記」

一一

瞬
墓
出
土
の

「編
年
記
」
は
五
三
簡
か
ら
成
り
、
上
下
二
欄
に
、

A
事hv 

年
、
大
事
、
喜
と
そ
の
家
族
の
事
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。
始
皇
代
は

「今
元
年
」
で
始
ま
り
、
前
の
三
王
は
謹
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
、

昭
王
元
年
(
前
三
O
六
)
か
ら
始
皇
三

O
年
(
前
一
一
一
七
〉
ま
で
の
紀

始
皇
代
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

『考
古
皐
報
』

一
九
七
七
年
第
一
期
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
か
な
り
鮮
明
な
寓
員
を
み
る
と
、

全
簡
の
字
盟

制

に
は
相
異
が
認
め
ら
れ
、
大
き
く
二
部
分
に
分
け
ら
れ
る
。
昭
王
元
年
よ
り
始
皇
一
一
年
ま
で
の
大
事
を
、
今
、
第

一
部
分
と
し
、
そ
こ
に
書

昭
王
代
の
年
、

き
加
え
ら
れ
た
私
事
と
始
皇

一一

一
年
以
降
の
全
記
述
を
第
二
部
分
と
す
る
。
園
6
は
第
三
四
簡
と
第
四
五
簡
の
奉
本
で
あ
る
。
品
川
四
、
世
五
は

下
欄
の
廿
七
年
は
始
皇
代
で
あ
る
。

第
三
四
簡
の
事
本
は
第

一
部
分
の
「
品川
四
年
攻
撃
陽
」
と
下
欄
の
第
二
部
分
の

「廿
七



園
6 

「
編
年
記
」
事
本
会
西
、
四
五
関〉

...，，~ -t皆

J.二 d

5，字
毛主 歩

者寄

事偽
3三
す
ー
ー。 句

司? .... 

長考
明舟
azh i 

ヲP

~ 
二ー=ZF ヘ、
主主 ¥¥ 

4民h 与会

点3、

e 

年
」
以
降
の
部
分
と
の
聞
を
詰
め
て
掲
載
し
た
。
第
四
五
簡
は

「世
五
年
攻
大
野
王
」
が
第
一
部
分
で
、
績
く
「
十
二
月
甲
午
鶏
鳴
時
喜
産」

h
p
 

が
第
二
部
分
で
あ
る
。
南
部
分
に
は
筆
蹟
の
違
い
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
第
一
部
分
が
先
ず
公
的
大
事
記
と
し
て
書
か
れ
、
後
に
、
私
的

傾
向
の
強
い
第
二
部
分
が
書
き
纏
が
れ
、
こ
の
時
、
第
一
部
分
に
私
事
が
書
き
加
え
ら
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る。

し
か
し
、
仔
細
に
そ
の
内
容
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を
検
討
す
る
と
、
第
一
部
分
を
も
含
め
て
「
編
年
記
」
全
瞳
が
極
め
て
私
的
な
性
格
の
強
い
も
の
で
あ
る
こ
と
に
気
附
く
。
第

一
に
、
始
皇
の

倒

倒

語
正
が
避
け
ら
れ
て
い
な
い
。
二
に
、

最
大
の
公
的
大
事
で
あ
る
天
下
統
一
の
記
述
が
な
い
。
三
、
大
事
の
中
心
の
戦
役
の
記
述
に
も
依
落
が

制

あ
る
。
四
、
逆
に
、
史
書
に
な
い
「
八
年
新
城
鯖
」
の
記
述
が
あ
る
。
五
、
昭
王
二
四
年
僚
の
「
攻
林
」
は
そ
の
年
行
な
わ
れ
た
封
貌
戦
役
の

伺

一
部
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
み
ら
れ
る
。
六
、

喜
の
父
母
と
考
え
ら
れ
る
公
、
掘
の
死
に

「終
」
と
書
き
、
三
王
の
死
は
「
死
」

と
書
か
れ
て
い

制

納

る
。
昭
蓑
王
に
至
つ
て
は
「
昭
死
」
で
あ
る
。
七
、
昭
王
五
二
年
、
五
三
年
僚
の
「
王
稽
張
緑
死
、
」
「
吏
誰
従
軍
」
は
公
的
大
事
記
と
し
て
は

奇
異
で
あ
る
。
八
、

「
〈
昭
王
)
廿
九
年
攻
安
陸
」
の
記
事
も
公
的
に
は
「
攻
到
(獲
の
都
)
」
と
か
「
郭
陥
」

と
か
書
く
べ
き
年
で
あ
る
。

要
す
る
に
「
編
年
記
」
は
極
め
て
私
的
に
書
か
れ
た
も
の
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
こ
か
ら
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る。

誰
従
軍
」
は
多
分、

吏
で
あ
っ
た
喜
の
父
に
関
係
が
あ
り
、

「吏

で
書
か
れ
た
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
王
稽
張
蘇
死
」
も
彼
ら
と
喜
の
父
と
の
聞
に
何
ら
か
の
か
か
わ
り
が
あ
っ
た
の

史
職
に
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
出
土

喜
は
満
一
八
歳
以
降
、

史
職
を
歴
任
し
た
が、

喜
の
父
も
叉
、
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秦
簡
「
秦
律
十
八
種
・
内
史
雑
」
に
「
史
の
子
に
非
る
や
敢
て
皐
室
に
皐
ぶ
な
か
れ
。」
と
あ
り
、
説
文
解
字
紋
に
引
く
漢
の
尉
律
に

「
皐
偉
十
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始
め
て
試
み
て
務
書
九
千
字
を
調
す
れ
ば
乃
ち
史
と
漏
る
を
得
。
」

一
、
二
年
に
や
は
り
史
職
に
あ
っ
た
父
よ
り
喜
に
引
き
継
が
れ
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

数
年
後
に
父

と
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

「
編
年
記
」

七
己
上

は
筆
蹟
の
嬰
っ

た
始
皇

時
に
喜
は

二
六、

七
歳
で
あ
り

は
死
す
。

戦
役
の
記
述
も
同
様
に
、
喜
の
先
世
の
集
圏
と
の
か
か
わ
り
で
考
え
て
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
先
述
の
「
攻
安
陸
」
の
記

述
も
決
し
て
奇
異
で
は
な
く
、
先
世
の
集
固
が
安
陸
攻
略
に
関
係
し
た
も
の
と
理
解
で
き
る
。
更
に
、
そ
の
前
々
年
か
ら
の
「
廿
七
年
攻
郵
L

、

「
廿
九
年
攻
安
陸
」
の
記
事
は
こ
の
集
囲
の
移
動
の
遁
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
郵
は
河
南
省
南
陽
市
(
宛
)

制
開

と
漢
江
と
の
聞
に
あ
る
郵
豚
の
地
と
さ
れ
、
二
八
年
傑
の
口
の
字
は
部
で
は
な
い
か
と
さ
れ
て
い
る
。
都
、

部
攻
略
は
先
に
引
い
た
秦
本
紀
、

昭
裏
王
二
八
年
僚
の
「
楚
を
攻
め
て
部
、
部
を
取
る
。」
の
記
述
と

一
致
す
る
。
勿
論
、

「編
年
記
」
の
郡
字
は
不
明
で
あ
る
が
、
部
の
み
で
そ

「
廿
八
年
攻
口
」
、

の
遁
筋
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、

部
、
郵
へ
至
る
道
は
前
章
五
節
で
、

漢
中
か
ら
漢
江
を
下
る
道
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
察
し
た
の
で

あ
る
。
喜
の
先
世
の
集
圏
は
巴
か
ら
漢
江
を
下
っ
て
楚
地
に
入
り
、
安
陸
・
雲
夢
へ
達
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
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四

融

b
r
u
 

J
41
 

倒

融
化
と
い
う
言
葉
は
楊
寛
氏
が
「
西
周
時
代
的
楚
園
」
の
中
で
、
春
秋
戦
園
時
代
の
楚
園
の
設
展
が
全
園
的
統
一
完
成
に
劃
し
、
南
方
各
民

族
の
融
化
を
促
進
し
た
と
す
る
論
述
で
用
い
ら
れ
た
語
で
あ
る
。
前
章
ま
で
考
察
し
て
き
た
喜
の
先
世
達
の
足
逃
も
、

E
大
な
統

一
帯
園
が
形

成
さ
れ
る
時
期
の
祉
曾
基
層
に
於
て
、
異
質
の
傍
統
、
文
化
を
措
っ
た
人
ぺ
か
互
に
融
合
同
化
し
て
い
っ
た
過
程
の
一
つ
と
し
て
み
る
こ
と
も

で
き
よ
う
。
本
章
で
は
こ
の
面
か
ら
睡
虎
地
の
墓
葬
を
み
て
み
た
い
。

第
二
章
で
は
墓
葬
に
み
え
る
秦
、
混
夷
の
文
化
を
み
て
き
た
が
、
墓
墳
、
棺
棒
の
造
り
は
基
本
的
に
楚
文
化
の
も
の
で
あ
る
。
戟
園
期
に
秦

伺

で
盛
行
し
た
の
は
洞
室
墓
で
あ
る
が
、
睡
虎
地
秦
漢
墓
は
す
べ
て
竪
穴
墓
で
あ
る
。
樽
の
周
囲
は
育
膏
泥
、
白
膏
泥
で
版
築
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
楚
墓
に
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
奏
、
中
原
で
は
全
く
み
ら
れ
な
い
。
し
か
も
、
樺
室
に
近
い
程
、
よ
り
細
密
な
粘
土
で
、
よ
り
竪
く



棺
樽
の
造
り
で
特
に
注
目
さ
れ
る
の

は
、
棺
室
と
頭
箱
、
漫
箱
と
の
聞
に
観
音
開
き
の
扉
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
樽
室
の
構
造
と
し
て
極
め
戸
珍
し
い
も
の

h
H
V
 

で
あ
る
。
し
か
し
、
楚
墓
の
中
に
は
こ
の
構
造
の
先
行
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
湖
北
省
江
陵
鯨
太
輝
観
五

O
競
戟
園
楚
墓
が
そ
れ
で
あ

る
。
や
は
り
、
棺
室
と
頭
箱
と
の
聞
が
観
音
開
き
の
扉
に
な

っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
貼
か
ら
、
睡
虎
地
秦
漢
墓
を
造
営
し
た
の
は
多
く
の
楚
人

達
で
あ
ア
た
と
い
え
る
。
更
に
注
目
す
べ
き
は
、
壁
禽
の
節
で
述
べ
た
一
一
一
蹴
墓
の
禽
に
は
観
音
開
き
の
扉
ま
で
附
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
樟
門
の
扉
を
そ
こ
へ
雁
用
し
た
と
思
わ
れ
、
造
営
に
従
事
し
た
楚
人
の
積
極
的
関
興
が
窺
え
る
。
こ
う
し
た
墓
壊
、
棺
樟
の
造
り
と
、
第

掃
き
固
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
念
入
り
な
作
業
が
こ
の
墓
群
の
保
存
を
よ
く
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

二
章
で
考
察
し
た
屈
肢
葬
、
壁
命
閥
、
獣
頭
骨
副
葬
、
樽
上
の
原
木
な
ど
の
異
質
の
習
俗
と
を
重
ね
合
せ
て
考
え
る
と
、
移
住
集
圏
の
墓
を
先
住

楚
人
が
造
営
し
、
そ
こ
に
、
移
住
集
圏
の
人
々
は
自
己
の
停
統
習
俗
を
附
加
し
、
楚
人
は
更
に
そ
れ
に
も
補
い
を
施
し
た
も
の
と
理
解
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
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第
二
章
の
獣
頭
骨
副
葬
の
節
で
燭
れ
た
棺
底
に
細
砂
を
敷
く
墓
葬
習
俗
で
あ
る
が
、
こ
の
習
俗
の
睡
虎
地
に
於
け
る
自
己
展
開
と
考
え
ら
れ

る
の
が
、
一
一
一
瞬
墓
と
三
六
競
墓
の
棺
底
に
敷
か
れ
た
粟
と
、
七
瞭
墓
の
棺
底
に
敷
か
れ
た
稲
の
籾
殻
で
あ
る
。
細
砂
か
ら
故
地
の
主
穀
粟
、

現
地
の
主
穀
稲
へ
の
移
行
、
併
存
と
考
え
ら
れ
る
。
穀
類
に
つ
い
て
は
、
こ
の
外
に

一一一
瞬
墓
樽
蓋
上
に
稲
葉
が
敷
か
れ
、
叉
、
同
墓
か
ら
は

稲
の
籾
も
出
土
し
て
い
る
。
大
墳
頭
一
一
瞬
墓
に
は
竹
で
編
ん
だ
箱
(
笥
〉
に
入
れ
た
稲
が
副
葬
さ
れ
て
い
た
。

こ
う
し
た
墓
葬
内
の
稲
穀
の
存

在
も
移
住
集
園
が
楚
地
の
生
活
へ
融
化
し
た
法
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
章
で
種
々
特
殊
な
埋
葬
習
俗
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
そ
の
習
俗
も
漢
初
の
大
墳
頭
一
競
墓
の
樽
上
の
原
木
ま
で
で
、
そ
の
後
、
す
べ
て

消
滅
す
る
。
集
圏
結
合
の
文
化
的
基
盤
で
あ
る
俸
統
習
俗
は
楚
文
化
の
中
に
融
け
て
正
に
滅
び
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
時
、
か
え

っ
て
、
集
圏
内
の
よ
り
上
層
の
人
物
の
埋
葬
に
際
し
て
、

樺
威
を
一
示
す
格
式
と
し
て
殊
更
に
強
調
さ
れ
た
の
が
屈
肢
葬
で
あ
り
、

牛
頭
骨
副

葬
、
燦
祭
で
あ
り
、
責
質
的
に
は
無
用
な
壁
禽
で
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
。
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移
住
秦
人
と
先
住
楚
人
と
の
融
化
、
並
び
に
そ
の
政
治
的
影
響
を
窺
わ
せ
る
の
が
、
嘗
南
郡
の
守
、
騰
が
治
下
の
豚
、
道
の
長
に
渡
し
た
布
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伺

告
「
語
書
」
で
あ
る
。
そ
の
一
節
に

郷
俗
淫
失
(
侠
)
の
民
止
ま
ず
。
:
:
・
故
に
、
騰
、

是
が
魚
に
法
律

令
、
回
令
及
び
開
(
好
〉
私
を
魚
す
の
方
を
修
し
て
之
を
下
し
、
吏
を
し
て
明
布
せ
し
め
、
:
:
:
今
、
法
律
令
己
に
布
さ
る
る
に
、
吏
民
法

今
、
法
律
令
己
に
具
わ
れ
り
。

し
か
る
に
吏
民
用
う
る
こ
と
な
く
、

を
犯
し
開
(
好
)
私
を
帰
す
者
止
ま
ず
、
私
好
、
郷
俗
の
心
襲
ら
ず
、
令
、
丞
飢
り
以
下
、

即
ち
明
ら
か
に
主
の
明
法
を
避
く
る
な
り
。
し
か
も
邪
避

(
僻
〉
の
民
を
養
匿
す
。

智
(
知
)
り
て
奉
論
せ
ざ
る
を
聞
く
。

是
れ

と
あ
る
。

こ
の
文
に
つ
い
て
「
陳
論
文
」
は

「楚
人
は
な
お
頑
固
に
楚
園
の
俸
統
習
俗
を
堅
持
し
て
い
る
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る。

今
、
こ

こ
で
特
に
注
目
し
た
い
の
は
引
用
部
分
の
末
尾
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
鯨
の
令
、

丞
以
下
の
官
吏
が
法
を
犯
す
者
を
慮
断
せ
ず
、
か
え
っ
て
こ

れ
を
庇
護
す
る
情
況
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
睡
虎
地
の
墓
葬
に
み
た
秦
人
と
楚
人
と
の
融
化
の
情
況
が
決
し
て
特
殊
な
も
の
で
な

く
、
南
郡
一
幣
の
情
況
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
を
政
治
的
に
考
え
て
み
る
と
、
秦
の
地
方
統
治
は
、
牒
レ
ベ
併
の
統
治

層
が
在
地
民
衆
と
一
鐙
化
し
、
郡
守
ク
ラ
ス
が
浮
き
上
っ
て
い
た
の
が
貫
態
で
あ
る
と
言
え
る
。
古
賀
登
氏
、
工
藤
元
男
氏
の
研
究
に
依
れ

M
W
 

ば
、
秦
の
耕
戦
陸
制
の
中
で
、
豚
は
か
な
り
の
自
立
性
を
も
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
郡
の
役
割
り
を
軽
硯
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
や

が
て
起
こ
る
秦
末
の
全
園
的
な
内
観
と
い
う
紋
況
の
も
と
で
は
、
個
々
の
鯨
が
防
衛
援
黙
と
な
っ
た
は
ず
で
あ
柄
そ
の
鯨
が
秦
吏
と
楚
民
と

- 24ー

の
融
化
に
よ
っ
て
貫
質
的
に
は
民
衆
叛
凱
に
劃
し
て
無
力
に
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
秦
朝
短
命
の
原
因
に
つ
い
て
も
再
考
の
品
跡
地
が
あ
る

ょ
う
で
あ
る
。

制

こ
の
反
面
、
被
葬
者
の
集
園
自
身
に
と
っ
て
は
、
楚
民
と
の
融
化
に
よ
り
、
陳
勝
、

呉
贋
集
圏
の
蜂
起
に
始
ま
る
秦
末
の
大
動
観
に
も
拘
ら

M
開

ず、

漢
代
に
入
っ
て
愈
々
一
笑
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
示
す
の
が
雲
夢
大
墳
頭
一
一
抗
墓
で
あ
る
。
睡
虎
地
の
副
葬
品
数
は

一一

瞬
墓
が
竹
簡
外
に
七
九
貼
、
九
時
肌
墓
が
六
七
黙
で
あ
る
。
大
墳
頭
一
一
統
墓
の
副
葬
品
は
一
五
九
貼
に
達
す
る
。
内
、
漆
器
の
み
で
八
一
黙
を
数

ぇ
、
耳
杯
が
六
二
黙
を
占
め
る
。
豊
か
な
安
定
し
た
生
活
を
窺
わ
せ
る
。



五

お

わ

り

睡
虎
地
秦
漢
墓
の
特
徴
的
な
、
或
い
は
特
異
と
も
い
え
る
墓
葬
様
式
、
副
葬
品
に
注
目
し
、
そ
の
源
流
を
尋
ね
る
と
い
う
形
で
被
葬
者
の
出

自
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。

墓
主
は
楚
人
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
。
い
く
つ
か
の
墓
か
ら
出
土
し
た
鼎
も
、

と
、
楚
人
の
副
葬
品
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
示
し
た
。
と
す
れ
ば
、
秦
式
の
副
葬
品
そ
の
他
の
理
由
か
ら
、
被
葬
者
が
秦
人
で
あ
る

こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。
た
だ
、
す
べ
て
の
墓
で
梓
頂
板
上
に
牢
割
り
原
木
が
並
べ
ら
れ
、
数
例
の
墓
で
は
そ
の
上
に
牛
、
馬
頭
骨
が
据
え

一
一
蹴
墓
の
屈
肢
葬
の
検
討
か
ら
、

個
々
に
検
討
す
る

ら
れ
て
い
る
と
い
う
特
異
な
墓
葬
様
式
、

習
俗
か
ら
み
る
と
、

被
葬
者
は
秦
領
内
の
混
夷
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
考
え
た
方
が
よ
さ
そ
う
で
あ

る
。
そ
の
こ
と
を
、
甘
粛
省
軍
基
牒
の
墓
葬
と
土
地
柄
と
か
ら
推
測
し
て
み
た
。
叉
、

樗
室
内
に
は
、
頭
箱
、
謹
箱
が
設
け
ら
れ
て
、
漆
器
を
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は
じ
め
と
す
る
豊
か
な
副
葬
品
が
牧
め
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
壁
倉
闘
を
穿
っ
て
、
そ
こ
に
陶
製
生
活
用
器
を
牧
め
る
と
い
う
奇
異
な

墓
葬
様
式
の
源
を
西
安
字
放
戦
園
墓
に
見
出
し
、
そ
の
こ
と
と
戦
圏
中
期
以
降
の
秦
の
朕
況
と
か
ら
、
被
葬
者
の
先
世
の
混
夷
集
圏
が
故
地
か

ら
秦
の
中
央
地
域
へ
移
住
せ
し
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
み
た
。
こ
の
集
圏
が
四
川
省
に
入
り
、
そ
こ
か
ら
漢
江
沿
い
に
湖
北
省

へ
準
出
し
、
終
に
雲
夢
の
地
へ
至
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
を
、
整
の
出
土
地
、
文
献
、
「
編
年
記
」
に
よ

っ
て
説
明
し
て
み
た
。

こ
の
墓
葬
の
構
造
自
瞳
は
楚
文
化
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
一
例
は
棒
室
内
に
あ
ま
ね
く
設
け
ら
れ
た
扉
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
特
異
な
壁
禽
の
扉

に
ま
で
及
ん
で
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
楚
攻
略
に
伴
っ
て
こ
の
地
に
移
住
し
て
き
た
秦
人
集
固
と
原
住
楚
人
と
が
融
合
同
化
し
て
い

っ
た
も
の

一
方、

と
考
え
た
。
こ
れ
は
政
治
的
に
は
、
鯨
畢
位
の
支
配
層
と
住
民
と
の
一
睡
化
と
考
え
ら
れ
、
し
か
も
、
こ
の
情
況
が
南
郡
一
帯
に
及
ん
で
い
た

こ
と
が
「
語
書
」
か
ら
窺
え
た
。
こ
れ
は
、
民
衆
叛
凱
に
射
し
て
は
秦
の
地
方
統
治
権
力
が
無
力
化
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ

る。
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こ
う
し
た
秦
楚
文
化
の
融
化
を
導
い
た
契
機
を
考
え
る
と
、

一
つ
に
は
、
秦
の
園
家
権
力
を
背
景
に
し
た
移
住
、
定
着
の
面
で
あ
る
が
、
他
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方
、
そ
う
し
た
移
住
者
を
自
分
ら
の
中
へ
融
化
せ
し
め
た
楚
民
基
層
枇
舎
の
も
つ
力
を
考
え
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
の
カ
を
解
明
し
て

一
つ
の
示
唆
を
輿
え
て
く

い
く
一
つ
の
手
掛
り
は
、
先
に
引
い
た
「
語
書
」
の
「
淫
俊
、
邪
僻
の
民
」
と
い
う
語
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
叉
、

れ
る
の
が
、
宮
崎
市
定
氏
が
秦
滅
亡
の
原
因
に
つ
い
て
述
べ

ら
れ
た
中
の
次
の
言
葉
で
あ
る
。

人
民
は
重
役
に
悩
ん
で
苦
し
ま
ぎ
れ
に
蜂
起
し
た
と
も
い
わ
れ
る
。
併
し
な
が
ら
:
:
:
寧
ろ
秦
に
征
服
さ
れ
た
る
六
園
の
遺
民
に
、
再
び

倒

蜂
起
し
て
秦
と
天
下
を
争
う
に
足
る
だ
け
の
徐
カ
が
あ
っ
た
と
見
る
方
が
事
責
に
近
い
。

こ
れ
ら
の
手
掛
り
を
も
と
に
、
社
曾
基
層
の
情
況
を
探
る
こ
と
を
通
し
て
、
秦
漢
帝
園
形
成
の
動
因
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

註ω
《雲
夢
暖
虎
地
秦
墓
》
編
潟
組
『
雲
夢
睡
虎
地
秦
墓
』
(
文
物
出
版
祉
、

一
九
八
一
年
〉
に
出
土
全
簡
腐
の
潟
県
、

摩
文
が
載
っ
て
い
る
。

ω
新
聞
紙
上
で
は
こ
れ
よ
り
早
く
、

『人
民
日
報
』
一
九
七
六
年
一一一月二

八
日
附
に
裂
掘
の
報
道
が
あ
り
、

『光
明
日
報
』
同
年
四
月
六
日
附
に
都

博
・
雲
文
爾
氏
、
四
月
一
一
一
一
日
附
に
瞬
源
氏
、
二
九
日
附
に
施
正
氏
、
五

月
二
二
日
附
に
鄭
寅
氏
の
論
文
が
載
っ
た
。

ω
こ
の
外
に
、
被
葬
者
の
出
自
に
言
及
し
た
最
近
の
論
文
に
次
の
も
の
が

あ
る
。
鰐
之
梅
「
珍
資
的
雲
夢
秦
繍
」

(
中
華
書
局
編
輯
部
『
雲
夢
秦
簡

研
究
』
中
華
書
局
、
一
九
八

一
年
)
は
末
尾
で
、
「
出
土
秦
簡
的
這
座
墓
、

従
墓
葬
形
制
到
随
葬
縫
物
、
既
得
有
胸
中
秦
人
墓
的
特
黙
」
と
述
べ
て
い

る
。
馬
抗
措
「
讃
雲
夢
秦
簡
《
編
年
記
》
書
後
」
〈
同
)
は
被
葬
者
の
出
自

に
つ
い
て
、

秦
人
楚
人
を
決
し
か
ね
、
「
在
欽
乏
判
断
根
嬢
的
保
件
下
、
我

伺
只
好
針
此
保
持
綴
歎
了
。
」
と
述
べ
る
。
葉
小
燕
「
秦
墓
初
探
」
(『考

古
』
一
九
八
二
年
第
一
期
〉
は
侠
西
省
春
秋
墓
に
始
ま
る
秦
墓
を
列
寧
し

て
い
る
が
、
そ
の
内
に
「
雲
夢
睡
虎
地
戦
国
晩
期
至
漢
初
墓
」
、
「
大
墳
頭

秦
墓
」
を
含
め
、
そ
の
根
嫁
と
し
て
、
副
葬
品
が
秦
式
で
あ
る
こ
と、

一
競
墓
が
仰
身
屈
肢
葬
で
あ
る
こ
と
を
翠
げ
て
い
る
。

ω
こ
の
書
物
は
一
九
八
二
年
八
月
一一
一
一
日
現
在
、
未
だ
日
本
の
書
庖
に
み

え
て
い
な
い
。
籾
山
明
氏
が
帯
来
さ
れ
た
も
の
を
利
用
さ
せ
て
戴
い
た
。

伺

池

田

「
中
園
古
代
爽
落
の
展
開
」
〈
『
歴
史
準
研
究
・
別
冊
特
集

・
地
域

と
民
衆
』
一

九
八
一
年
)
の
中
に
も
、
こ
こ
に
掲
げ
る
論
黙
の
内
、
二
、

三
の
事
項
、
特
に
第
六
項
に
つ
い
て
詳
し
く
論
述
さ
れ
て
い
る。

川

w
雲
夢
勝
文
物
工
作
組
「
湖
北
雲
夢
陵
虎
地
秦
漢
墓
褒
掘
簡
報
」
(
『
考
古』

一
九
八

一
年
第

一
期
)
に
、
既
報
の
一
二
基
の
秦
墓
の
西
郊
に
四
七
基
の

土
城
墓
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
、
そ
の
内
の
八
基
と
そ
の
東
南
数
十
米
の
地

で
の
二
基、

合
せ
て
一

O
基
の
秦
漢
墓
の
褒
掘
結
果
が
報
告
さ
れ
た
。

既

報
分
と
合
せ
て
二
二
基
の
秦
漢
墓
の
墓
葬
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
な
お
未

設
掘
墓
が
存
在
す
る
こ
と
も
知
ら
れ
る
。

州

W

墓
葬
の
概
要
を
大
ま
か
に
述
べ
て
お
く
と
、
二
二
基
す
べ
て
、
ほ
ぼ
同

一
規
模
の
小
型
長
方
形
竪
穴
土
嫌
墓
で
、

二
九
、
三

O
続
墓
が
無
停
の
木

- 26ー
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棺
墓
で
あ
る
外
は
、
一
惇
一
棺
墓
で
あ
る
。
停
内
に
は
棺
室
と
頭
箱
或
い

は
透
箱
、
又
は
雨
者
を
有
す
る
。
棺
惇
の
造
り
は
基
本
的
に
同
じ
で
あ
る
。

墓
域
は
上
層
に
五
花
土
、
下
層
、
棺
樟
の
周
園
に
は
育
灰
泥
、
育
志向泥
が

充
填
さ
れ
、
二
九
、
三

O
貌
墓
以
外
は
竪
く
版
築
さ
れ
て
い
る
。
副
葬
品

数
は
、
儲
開
臓
を
別
と
し
て
、
六
四

O
徐
黙
、
内
、
漆
器
が
一
二
五
四
勲
、
陶

器
=
ニ
二
黙
、
銅
器
五
七
黙
で
あ
る
。

制
他
の
骨
格
の
保
存
の
よ
い
七
、
三
五
時
抗
纂
と
、
痕
迩
か
ら
剣
断
で
き
る

九
時
抗
墓
と
の
葬
法
は
す
べ
て
仰
臥
伸
展
葬
で
あ
る
。

例

註

ω所
掲
。

M
W

睡
虎
地
秦
墓
竹
筒
整
理
小
組
編
、
文
物
出
版
社
、
一
九
七
八
年

ω
葉
小
燕
「
秦
墓
初
探
」
(
註

ω〉
も
股
骨
、
座
骨
の
爽
角
一
一

O
度
と

記
す
。

同
高
去
尋
「
黄
河
下
激
的
屈
肢
葬
問
題
」
(『中
薗
考
古
皐
報
』
第
二
冊
、

一
九
四
七
年
)
、
韓
偉
「
試
論
戦
園
秦
的
屈
肢
葬
儀
淵
源
及
其
意
義
」
(
『
中

園
考
古
皐
舎
第
一
次
年
曾
論
文
集
一
九
七
九
』
文
物
出
版
社
、
一
九
八

O
年
〉
参
照
。

M
W

「湖
北
省
文
物
考
古
工
作
新
政
穫
」、
「
三
十
年
来
湖
南
文
物
考
古
工

作
」
〈
『
文
物
考
古
工
作
三
十
年
一
九
四
九
|
一
九
七
九
』
文
物
出
版

社
、
一
九
七
九
年
〉

帥
唯
一
の
例
外
と
も
み
ら
れ
る
の
が
湖
北
省
江
陵
豚
太
輝
額
五

O
競
楚
墓

〈
『
考
古
』
一
九
七
七
年
第
一
期
)
の
側
身
屈
肢
葬
で
あ
る
。
掲
載
さ
れ
た

圃
に
よ
る
と
脚
の
角
度
は
約
一
六
五
度
に
過
ぎ
ず
、
側
身
葬
の
信
用
に
自
然

に
曲
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

帥
金
星
山
「
西
安
字
放
的
戟
園
墓
葬
」
(
『
考
古
皐
報
』
一

九
五
七
年
第
一一一

期
)

帥
呉
銀
燦
・
尚
志
儒
「
侠
西
鳳
朔
官同
荘
秦
墓
地
震
掘
簡
報
」
(『考
古
輿
文

物
』
一
九
八
一
年
第
一
期
〉

肋
甘
粛
省
博
物
館
文
物
隊
・
震
肇
鯨
文
化
館
「
甘
粛
盤
華
豚
商
周
墓
葬」

(『考
古
』
一
九
七
六
年
第
一
期
)

帥
劉
得
禎
・
朱
建
唐
「
甘
粛
鐙
肇
鯨
景
家
荘
春
秋
墓
」
(『
考
古
』
一

九
八

一
年
第
四
期
〉

帥
『
文
史
哲
』
一
九
八

O
年
第
四
期
、
六
八
、
九
頁

帥
駐
馬
信
地
区
文
管
局
・
泌
陽
勝
文
数
局
「
河
南
泌
陽
秦
墓
」
(
『
文
物
』

一
九
八

O
年
第
九
期
)

帥
李
恩
一
動
「
秦
閣
文
物
的
新
認
識
」
(
同
右
〉
。
但
し
、
黄
盛
時
坤
「
新
出
信
安

君
鼎
、
卒
安
君
鼎
的
園
別
、
年
代
輿
有
開
制
度
問
題
」
(
『
考
古
輿
文
物
』

一
九
八
二
年
第
二
期
)
は
こ
の
鼎
を
貌
器
と
し
、
秦
迭
と
み
る
伴
出
の
漆

器
に
卒
安
侯
の
針
刻
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
貌
の
卒
安
君
が
秦
に
入
っ
て
卒

安
侯
と
な
っ
た
と
す
る
。

伺

羅
臭

「
武
功
豚
出
土
卒
安
君
鼎
」
(
『
考
古
典
文
物
』
一
九
八
一
年
第
二

期
)
が
銘
文
中
、
卒
安
君
と
讃
ん
だ
字
を
次
の
諸
論
文
は
信
安
君
で
あ
る

と
す
る
。
李
暴
動
「
論
新
設
現
的
貌
信
安
君
鼎
」
(
『
中
原
文
物
』
一

九
八

一
年
第
四
期
〉
、
妥
錫
圭
「
《
武
功
蘇
出
土
卒
安
君
鼎
》
讃
後
記
」
(『考
古

典
文
物
』

一
九
八
二
年
第
二
期
〉
、

黄
盛
藤
氏
註
帥
所
掲
論
文
。

帥
一
九
六
六
年
、
威
陽
市
塔
見
放
戟
園
墓
出
土
の
私
官
鼎
、
中
殿
鼎
、
卒

鼎
、
宇
斗
鼎
、
素
鼎
は
三
菅
、
東
周
か
ら
秦
に
賞
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
て

い
る
(威
陽
市
博
物
館
「
侠
西
成
陽
塔
見
披
出
土
的
銅
器
」
『文
物
』
一

九
七
五
年
第
六
期
〉
。

帥
湖
北
孝
感
地
区
第
二
期
亦
工
亦
農
文
物
考
古
訓
練
班
「
湖
北
雲
夢
陸
虎

地
十

一
座
秦
墓
愛
掘
筒
報
」
(『
文
物
』
一

九
七
六
年
第
九
期
)
圃
八
、
『
雲
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夢
睡
虎
地
秦
墓
』
(
註

ω)
四
二
頁
、
図
版
二一一一

伺

『
雲
夢
艇
虎
地
秦
墓
』
(註

ω)
四
五
頁
、
園
六
四

帥

「

湖

北
雲
夢
睡
虎
地
秦
摸
墓
護
掘
筒
報
」

(
註
刷
)
図
版
二

帥
同
右
、

図
版

一
O

同
楚
鼎
に
つ
い
て
は
、
高
明
「
建
園
以
来
商
尉
青
銅
器
的
援
現
及
研
究
」

(
『
文
物
』
一
九
五
九
年
第
一

O
期
)
、
張
剣
「従
河
南
掘
削
川
春
秋
楚
墓
的
援

掘
談
針
楚
文
化
的
認
識
」
(『
文
物
』

一
九
八
O
年
第
一

O
期)、

高
至
喜
・

熊
傍
新
「
楚
人
在
湖
南
的
活
動
遺
迩
概
述
|
粂
論
有
関
楚
文
化
的
幾
筒
問

題
」
(
同
)
参
照
。

帥
こ
れ
と
よ
く
似
た
例
が
四
川
省出円
川
際
戦
闘
墓
出
土
の
二
個
の
銅
鼎
で

あ
る
。
共
に
蓋
を
失
い
、
器
慢
も
甚
し
く
破
損
し
て
い
る
が
、
補
修
と
工

夫
と
に
よ
っ
て
賞
用
に
供
さ
れ
て
い
た
(
四
川
省
博
物
館
・
青
川
勝
文
化

館

「
青
川
豚
出
土
秦
更
修
田
律
木
・腕
|
四
川
青
川
豚
職
図
墓
渡
掘
簡
報
」

『
文
物
』
一
九
八
二
年
第
一
期
)
。
な
お
、
こ
の
七
二
基
の
戦
闘
墓
は
秦
よ

り
の
移
住
者
の
集
園
墓
と
さ
れ
て
い
る
が
、
な
お
検
討
の
要
が
あ
る
よ
う

で
あ
る
。

帥
江
山
秀
「
江
総
省
銅
山
豚
江
山
西
漢
墓
清
理
簡
報
」
(
『
文
物
資
料
叢
刊
』

て
一
九
七
七
年
〉

帥
臨
祈
金
雀
山
漢
墓
設
掘
組
「
山
東
臨
祈
金
雀
山
九
時
肌
漢
墓
設
掘
簡
報
」

(
『
文
物
』
一
九
七
七
年
第
一
一
期
)

制
玉
克
林
「
山
西
検
次
士
口
基
夜
掘
記
」
(『
文
物
』

一
九
七
四
年
第
一

一一
期
)

帥
蘇
乗
碕
『
闘
鶏
輩
出
仲
東
区
墓
葬
図
説
』
中
園
科
皐
院
、
一
九
五
四
年

帥
馬
建
照
「
侠
西
耀
豚
戦
闘
、
西
漠
纂
葬
清
理
簡
報
」
ハ
『
考
古
』
一
九
五

九
年
第
三
期
)

伺
有
合
間
基
で
も
袋
身
具
、
武
器
は
遺
骸
の
傍
に
置
か
れ
る
。

帥

こ
れ
は
樋
口
隆
康
氏
よ
り
戴
い
た
御
数
示
で
あ
る
。

制

一

一

一概墓
が
竹
筒
外
に
七
O
徐
黙
、
九
貌
墓
が
七

O
貼
近
く
で
あ
る
。

附
註
帥
所
掲
報
告
。

倒

洞

室
官
接
は
竪
穴
か
ら
更
に
横
に
室
を
穿
ち
、
そ
こ
に
棺
を
収
め
る
背
番

で
、
職
図
晩
期
に
秦
で
盛
行
し
た
。

制
中
園
科
皐
院
考
古
研
究
所

『
穆
西
設
掘
報
告
』

(
文
物
出
版
社
、

一
九

六
二
年
〉

帥

快

西

省
文
管
舎
・
大
慈
豚
文
化
館
「
朝
邑
戟
圏
墓
葬
褒
掘
簡
報
」
(
『
文

物
資
料
叢
刊
』
二
、
一
九
七
八
年
)

州
制
註
帥
所
掲
蛸
間
報
。

帥

西

部

の
賓
鶏
燃
で
褒
掘
さ
れ
た
戟
園
墓

一
O
基
(
考
古
研
究
所
険
西
考

古
調
査
設
掘
隊
「
賓
鶏
和
西
安
附
近
考
古
渡
掘
関
報
」

『
考
古
遜
訊
』

一

九
五
五
年
第
二
期
)
は
副
葬
品
数
の
報
告
が
な
い
が
、
副
葬
品
に
つ
い
て

の
記
述
か
ら
み
て
、
学
技
戦
園
墓
よ
り
は
か
な
り
多
い
よ
う
で
あ
る
。

川
間
註
刷
所
掲
簡
報。

帥

『

雲
夢
睡
虎
地
秦
墓
』
〈
註

ω〉
八
頁
に
、

一一一一
波
墓
惇
蓋
上
に
種
類

不
明
の
動
物
の
骨
粉
が
設
見
さ
れ
た
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
獣
頭

骨
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
五
墓
の
停
蓋
上
に
各
一
箇
の
獣
頭
骨
が
置
か
れ

て
い
た
こ
と
に
な
る
。

制

甘

粛

省
博
物
館
文
物
除
「
甘
粛
鐙
蛋
白
草
坂
西
周
墓
」
(『
考
古
皐
報』

一
九
七
七
年
第
二
期
)

伺
註
制
。
な
お
、
一
一
統
墓
の
外
に
、

二
続
墓
、
罵
坑
て
奴
隷
葬
坑

一が

設
掘
さ
れ
て
い
る
。
一
銭
墓
は
長
方
形
竪
穴
土
城
墓
で
一
惇
一

一棺
。
副
葬

品
は
銅
鼎
三
黙
を
含
め
て
二

O
貼
。
内
に
、
銅
柄
銭
剣
一
一
振
の
出
土
が
注

目
さ
れ
る
。
時
期
に
つ
い
て
、
陸
器
の
器
形
、
紋
様
か
ら
春
秩
早
期
と
さ
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れ
て
い
る
が
、
銭
剣
の
出
土
か
ら
、
時
期
が
下
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。
林
甘
泉

「
従
出
土
文
物
看
春
秋
戟
園
閲
的
吐
曾
獲
革
」
(『文
物
』

一
九
八
一
年
第
五
期
〉
参
照
。

同
一
九
七
二
年
末
に
妥
掘
さ
れ
た
漢
初
墓
で
あ
る
。
鼎
、
政
昔
、

蒜
頭
登
な

ど
の
副
葬
品
、
棒
室
上
の
学
割
り
原
木
な
ど
経
虎
地
秦
漢
墓
と
の
類
似
性

が
極
め
て
強
い
墓
で
あ
る
。
更
に
、
睡
虎
地
一
一
貌
墓
出
土
の
「
編
年

記
」
に
み
え
る
遂
と
同
名
の
印
を
出
土
し
た
。
被
葬
者
は
睡
虎
地
被
葬
者

と
同
一
集
園
に
属
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
墓
葬
の
細
部
に
は

相
異
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
例
え
ば
、

墓
城
壁
が
睡
虎
地
よ
り
傾
斜
し
、

棺
室
と
頭
箱
、

透
箱
聞
に
睡
虎
地
の
よ
う
な
扉
が
な
い
。
棺
が
ぴ

っ
た
り

と
し
た
箱
型
に
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
(
湖
北
省
博
物
館
・
孝

感
地
区
文
教
局
・
雲
夢
豚
文
化
館
「
湖
北
雲
夢
西
漢
墓
褒
掘
簡
報
」

『文

物
』
一
九
七
三
年
第
九
期
、
湖
北
省
博
物
館

「
雲
夢
大
墳
頭
一
統
漢
墓
」

『
文
物
資
料
叢
刊
』
四
、
一
九
八
一
年
)
。

胸
『
雲
夢
睡
虎
地
秦
墓
』
(
註

ω)圃
版
六

倒
註
制
。
な
お
、
こ
の
墓
葬
の
概
要
を
述
べ
る
と
、
八
基
が
渓
掘
さ
れ
、

す
べ
て
小
型
長
方
形
竪
穴
土
繍
墓
で
、
二
基
が
木
棺
墓
、
六
基
が
一

様

一

棺
墓
。
葬
法
は
す
べ
て
仰
身
屈
肢
。
副
葬
品
は
陶
器
が
主
で
、
高
、
盆
、

豆
、
査
、
憾
な
ど
。
時
期
は
春
秩
中
期
か
ら
晩
期
に
及
ぶ
。

制
註
帥
所
掲
報
告
。

伺
史
記
・
巻
五

・
秦
本
紀
、
腐
共
公
三
三
年
〈
前
四
四
四
)
僚
、

「
伐
義

渠
、
虜
其
王
〈
集
解
、
態
勧
日
、
義
渠
、
北
地
也
。
正
義
、
括
地
中山
云
、

寧
、
慶
二
州
、

春
秋
及
戟
園
時
篤
義
渠
戎
園
之
地
也
。
ど
か
ら
、
問
、
武

主
元
年
(
前
一
一
一

一
O
)
僚
、
「
伐
義
渠
、
丹
、

胸中
」
ま
で
屡
々
そ
の
攻
防

の
記
述
が
み
え
る
。

帥

元

和

郡
勝
志

・
巻
三
・

寧
州
・

安
定
豚
僚
に
「
扶
蘇
墓
在
豚
西
北
十

八
塁
。

始
皇
太
子
也
。
監
蒙
情
、
築
長
城
。
」
と
あ
る
。

倒

元

和
郡
勝
志

・
巻
=
一
・
淫
州
・

鐙
肇
豚
僚
に
「
本
漢
鶏
剣
勝
、
鹿
北
地

郡
:
:
:
惰
開
皇
三
年
属
淫
州
、

天
賓
元
年
改
鋳
鐙
豪
豚」

と
あ
る。

伺

「

秦
の

『道
』
に
つ
い
て
」

(
中
園
古
代
史
研
究
曾
編

『中
園
古
代
史

研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
O
年
)

伺
「
中
園
に
お
け
る
皇
帝
権
の
成
立
と
展
開」

〈『
思
想
』
六
四
四
、
一
九

七
八
年
二
月
)
、
『
秦
漢
帝
園
史
研
究
』
(
未
来
社
、

一
九
七
八
年
〉
第

一

篇
第
二
章
E
「秦
園
の
特
質
」

制

『

雲
夢
秦
筒
研
究
』
註
同

帥

史

記

・
旬
奴
列
停
、
正
義
は
括
地
志
を
引
い
て
、
「
烏
氏
故
城
在
淫
州

安
定
豚
東
三
十
塁
。
周
之
故
地
。
後
入
戎
。
秦
恵
王
取
之
、
置
烏
氏
豚

也
」
と
記
す。

同

林

巴
奈
夫
一
編

『
漢
代
の
文
物
』

(京
都
大
皐
人
文
科
皐
研
究
所、

一
九

七
六
年
)
五
、

E
H
「煮
炊
用
な
ベ
か
ま
類
」
参
照
。
な
お
、
京
都
大
皐

文
皐
部
陳
列
館
に
一
箇
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

制

天

理
参
考
舘
に
一
箇
所
蔵
さ
れ
、
「
俵
形
の
水
室
」
と
命
名
さ
れ
て
い

る。

制
緩
、

釜
と
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、

篤
員
、
園
、
説
明
に
基
づ
い
て
警
に

数
え
た
も
の
も
あ
る
。
報
告
書
相
互
で
も
、
後
に
警
と
さ
れ
た

例
が
あ

る
。
例
え
ば
、
前
西
南
博
物
院
・
四
川
省
文
物
管
理
委
員
禽

「
四
川
巴
豚

冬
多
国
明
戟
園
和
漢
墓
清
理
繍
報
」
(『
考
古
逼
訊
』
一
九
五
八
年
第

一
期
)

で
銅
維
と
報
告
さ
れ
た
も
の
が
四
川
省
博
物
館
編
『
四
川
船
棺
葬
設
掘
報

告
』

(
文
物
出
版
社
、
一
九
六
O
年
〉
で
は
警
と
さ
れ
、
朱
捷
元

・
黒
光

「
侠
西
省
興
卒
豚
念
流
繁
和
臨
澄
蘇
武
家
屯
出
土
古
代
金
餅
」

(『文
物
』
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一
九
六
四
年
第
七
期
〉
で
銅
釜
と
報
告
さ
れ
た
器
が
快
西
省
博
物
館
・
文

管
曾
勘
査
小
組
「
秦
都
威
陽
故
城
遺
枇
設
現
的
客
祉
和
銅
器
」
(『
考
古
』

一
九
七
四
年
第

一
期
)
二
六
頁
に
銅
警
と
記
さ
れ
て
い
る
。

表
中
の
年
代
比
定
に
つ
い
て
、
宋
治
民

「
略
論
四
川
戟
図
秦
墓
葬
的
分

期
」
(『中
園
考
古
皐
曾
第
一
次
年
禽
論
文
集

一
九
七
九
』
註
同
)
で
改

め
ら
れ
て
い
る
も
の
は
こ
れ
に
従
っ
た
。

伺
李
皐
動
「
論
新
都
出
土
的
窃
園
青
銅
器
」
(『文
物
』
一
九
八
二
年
第
一

期
)
四
一
一
良
に
、
警
の
設
鮮
地
は
多
分
巴
萄
で
あ
ろ
う
と
述
べ
ら
れ
て
い

る。
伺
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
領
エ
ニ
セ
イ
河
上
流
に
あ
る
八
世
紀
頃
の
突
際
基
よ
り
婆

と
類
似
性
の
強
い
器
形
を
し
た
銀
製
の
器
が
出
土
し
て
い
る
(
の
・
切
・

民
国

n
g
m
p
h』
ug話
回
ミ
ミ
H

口、R同
古
包
5
0
h
H
n
h広
告
h
p
z
o
n
R回曲

H
申
印
H

〉
。
得
岡
県
を
み
る
と
、
卒
底
で
あ
る
こ
と
を
除
け
ば
警
の
形
に
そ
っ

く
り
で
あ
る
。
一
耳
で
あ
る
環
耳
に
は
警
の
特
色
で
あ
る
純
白
絞
の
名
残

り
を
止
め
る
紋
が
あ
る
。
北
方
遊
牧
民
の
聞
に
わ
ず
か
に
流
縛
さ
れ
て
い

っ
た
ら
し
い
。

制
多
く
炊
煙
痕
が
あ
る
。
四
川
省
成
都
市
東
北
郊
西
漢
墓
出
土
の
例
で
は

甑
の
下
の
釜
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
(『
考
古
遁
訊
』
一
九
五
八
年
第

二
期
)
。

伺
四
川
省
成
都
市
羊
子
山
一
七
二
披
秦
墓
の
副
葬
品
に
は
、
警
と
三
脚
の

織
の
ご
と
く
(
鍛
三
足
架
〉
が
含
ま
れ
て
い
る
(
『
考
古
屋
a

報
』
一
九
五

六
年
第
四
期
)
。
叉
、
四
川
省
成
都
市
揚
子
山
(
『
考
古
、
通
訊
』
一
九
五
五

年
第
六
期
〉
、
河
南
省
拍
車
問
開
業
嶺
村
(『考
古
』
一
九
七
四
年
第
二
期
)
各

西
漢
墓
、
湖
南
省
長
沙
市
沙
湖
橋
(『
考
古
屋
a

報
』
一
九
五
七
年
第
四
期
)
、

江
西
省
南
昌
市
(
『
考
古
』
一
九
七
八
年
第
三
期
〉
、
庚
東
省
庚
州
市
(『廉

州
漢
墓
』
文
物
出
版
祉
、
一
九
八

一
年
)
、
庚
西
壮
族
自
治
区
全
州
豚
永

裁

(
『廃
西
出
土
文
物
』
文
物
出
版
社
、
一
九
七
八
年
〉
各
東
漢
墓
か
ら

は
三
脚
の
鍛
の
ご
と
く
と
警
類
似
の
餓
釜
、
銅
釜
と
が

一
慢
で
出
土
し
て

い
る
。
四
川
省
か
ら
は
右
の
羊
子
山、

揚
子
山
の
外
に
も
雲
陽
豚
か
ら

銭
製
(『
文
物
参
考
資
料
』

一
九
五
五
年
第

一
一
期
)
の
、

理師腕
か
ら
陶

製
の
ご
と
く
(
鄭
徳
坤
、
H
，
Z
ω
E
O
寸
。
ョ
『
門
リロ
-
Z
3
0同

t
'
F
P

同
h
q
S
A
M
E
3
h
H
N
。h

b
包

S
n
~
r
a
b
s
〈
O
戸

由
-

H

宮
町
)
が
出
土

し
て
い
る
。

制

四

川

省
成
都
市
羊
子
山
一
七
二
披
墓

(
註
伺
)
、
湖
南
省
長
沙
市
沙
湖

橋
(
『
考
古
皐
報
』
一
九
五
七
年
第
四
期
)、
長
沙
市
徐
家
湾
(『文
物
』

一
九
六

O
年
第
三
期
)
、
庚
東
省
庚
州
市
筆
僑
新
村
(『
考
古
皐
報
』
一

九

五
八
年
第
二
期
)
出
土
。

制

林

巳

奈
夫
氏
の
お
話
し
に
依
る
と
、

テ
ヘ
ラ
ン
で
、
や
や
縦
長
だ
が
肇

と
よ
く
似
た
陶
製
の
器
で
嘗
地
産
の
固
い
豆
を
棒
で
掲
き
柔
ら
げ
て
い
る

の
を
貧
見
さ
れ
た
由
で
あ
る
。
頚
が
く
び
れ
て
い
る
の
で
豆
が
飛
び
散
ら

ず
具
合
の
よ
い
よ
う
で
あ
っ
た
と
の
お
話
し
で
あ
る
。

伺
大
庭
傭
「
秦
の
局
地
経
営
」
(『
龍
谷
史
壇
』
第
三
三
続
二
九
五
O
年〉

に
秦
に
よ
る
巴
萄
占
領
と
開
設
と
が
論
述
さ
れ
て
い
る
。

制
『
四
川
船
棺
葬
稜
掘
報
告
』
(註
制
〉
と
、
そ
の
八
二
頁
註
2
に
掲
げ

ら
れ
た
馬
培
業
、
鍾
鳳
年
、
前
貯
徳
坤
三
氏
の
論
文
は
秦
が
巴
萄
を
滅
ぼ
し

た
の
を
前
三
二
九
年
の
こ
と
と
し
、

楊
寛

『
戟
園
史
』
(
一
九
五
五
年。

一
九
八

O
年
)
、
宇
都
宮
清
士
口

『漢
代
社
曾
経
済
史
研
究
』
(
弘
文
堂
、

一

九
五
五
年
)
、
久
村
因
「
秦
漢
時
代
の
入
萄
路
に
つ
い
て
(
上
)
」
(『
東
洋

皐
報
』
第
三
八
巻
第
二
続
、
一
九
五
五
年
)
は
史
記
・

秦
本
紀
、
六
園
年

表
、
華
陽
闘
志
の
と
う
り
前
一
一
一
一
六
年
の
こ
と
と
す
る
。
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帥
久
村
因
「
古
代
田
川
に
土
着
せ
る
漢
民
族
の
来
歴
に
つ
い
て
」
〈
『
歴
史

皐
研
究
』
二

O
四
、
一
九
五
七
年
二
月
〉
に
は
四
川
へ
の
各
種
の
遜
徒
が

詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

制
戟
園
策
・
楚
策
と
ほ
ぼ
同
文
。
な
お
、
史
記
・
各
四
四
・
貌
世
家
に

「
伐
楚
、
道
渉
谷
。
」
(
清
・
張
文
虎

『校
刊
史
記
集
解
索
隠
正
義
札
記
』

に
「
各
本
渉
下
街
山
字
、
索
隠
本
無
」
と
あ
る
。
〉
の
記
述
が
あ
り
、
そ

の
索
憶
に
「
渉
谷
是
往
楚
之
険
路
。
従
秦
向
楚
有
南
道
、
渉
谷
是
西
道
、

河
内
是
東
道
。
」
(
瀧
川
亀
太
郎

『史
記
曾
注
考
讃
』
に
「
河
内
省
作
河

外
」
と
あ
る
。
〉
正
義
に
「
劉
伯
荘
云
、

秦
兵
向
楚
有
爾
道
、
渉
谷
是
西

道
、
河
外
是
東
道
。
」
と
あ
る
。

同
湖
北
省
博
物
館
「
宜
昌
前
坪
戦
園
雨
漢
墓
」
(
『
考
古
皐
報
』

一
九
七
六

年
第
二
期
〉

伺
楚
皇
城
考
古
田
技
掘
隊
「
湖
北
宜
城
楚
皇
城
戟
園
秦
漢
墓
」
〈
『
考
古
』

一

九
八

O
年
第
二
期
)
。
河
南
省
祈
川
勝
か
ら
も
髪
、
蒜
頭
登
を
出
土
し
た

秦
墓
が
設
掘
さ
れ
て
い
る
〈
漸
川
豚
文
管
曾
「
掘
削
川
勝
馬
川
秦
墓
褒
掘
簡

報
」
『
中
原
文
物
』
一
九
八
二
年
第
一
期
)
。
や
は
り
、
漢
江
沿
い
の
攻
撃

路
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
う
。

同
史
記
・
俳
句
四

0
・
楚
世
家
、
霊
王
一
二
年
僚
、
集
解
「
限
度
日
、
部
、

楚
別
都
也
。
杜
預
目
、
裏
陽
宜
城
勝
。
」
漢
書

・
巻
二
八
上
・
地
理
士
山
上
・

南
郡
の
僚
「
宜
城
、
故
廊
、
恵
帝
三
年
更
名
。
」

伺
「
秦
の
上
庸
郡
に
つ
い
て
」
〈
『
東
方
皐
』
第
一
一
輯
、
一
九
五
五
年
)
、

「
楚
・
秦
の
漢
中
郡
に
就
い
て
」
〈
『
史
皐
雑
誌
』
第
六
五
編
第
九
時
抗
、
一

九
五
六
年
)

伺
警
の
庚
が
り
を
商
品
流
通
の
面
で
み
る
必
要
は
な
い
と
考
え
る
。
秦
代

に
廉
が
っ
た
差
出
土
地
が
楚
地
に
限
ら
れ
、
早
く
巴
萄
を
手
中
に
し
た
秦

か
ら
の
出
土
が
か
え
っ
て
少
な
い
か
ら
で
あ
る
。
人
の
移
動
の
迩
を
示
す

と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

何
秦
か
ら
巴
萄
へ
の
道
に
つ
い
て
は
、
久
村
因
「
秦
漢
時
代
の
入
萄
路
に

つ
い
て
(
上
・
下
〉
」
(
『
東
洋
皐
報
』
第
三
八
各
第
二
、

三
獄
、
一

九
五

五
年
)
参
照
。

伺
『
|
天
理
参
考
館
五

O
周
年
記
念
|
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
古
代
文
物
』

(
天
理
参
考
館
、
一
九
八

O
年
)
の
「
俵
形
の
水
壷
(
蛋
形
萱
〉
」

(註
制
)

の
解
説
に
、
獣
形
を
残
し
た
皮
袋
を
陶
俸
に
う
つ
し
た
も
の
と
さ
れ
る
江

上
波
夫
氏
の
設
が
紹
介
さ
れ
て
い
る。

伺

雲

夢

秦
墓
竹
節
整
理
小
組
「
雲
夢
秦
筒
緯
文
付
」
(『文
物
』

一
九
七
六

年
第
六
期
〉
、
陸
虎
地
秦
墓
竹
筒
整
理
小
組
『
懸
虎
地
秦
墓
竹
筒
』
(
文

物
出
版
社
、
一
九
七
七
年
。
問
、

一
九
七
八
年
)
、
町
田
三
郎
「
雲
夢
秦

飽
『
編
年
記』

に
つ
い
て
」
(
『
中
園
皐
禽
報
』
第
二
二
容
、
一
九
七
九
年
)

の
緯
文
参
照
。

制

『腫
虎
地
秦
墓
竹
筒
』
(
一
九
七
八
年
)
一
頁
。
な
お
、
古
賀
登
氏
は

同
一
人
物
の
手
に
な
る
と
さ
れ
(
「
雲
夢
陸
虎
地
莱
喜
墓
の
秦
律
等
法
律

文
書
副
葬
事
情
を
め
ぐ
っ
て
」
『
史
観
』
第
一

O
O冊、

一
九
七
九
年
)、

江
村
治
樹
氏
は
少
な
く
と
も
三
人
の
手
に
な
る
と
さ
れ
る
(「戦
園
・
秦

漢
簡
願
文
字
の
襲
遷
」
『
東
方
謬
報
』

京
都
第
五
三
冊
、
一
九
八

一
年
三

制

第

一
部
分
は
横
査
が
卒
行
に
整
い
、
微
妙
な
波
勢
が
あ
る
。
字
の
大
き

さ
も
す
べ
て
整
っ
て
い
る
。
第
二
部
分
に
は
そ
れ
ら
が
全
く
認
め
ら
れ
な

い
。
第
一
部
分
と
第
二
部
分
で
は
年
字
の
字
健
が
大
き
く
異
な
る。

伺

高

敏

『雲
夢
秦
鱒
初
探
』
(
河
南
人
民
出
版
社
、
一
九
七
九
年
〉
一
四

頁。

伺
古
賀
登
氏
の
註
制
所
掲
論
文
四
七
頁
、
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皇
制
度
』
(
雄
山
閣
、
一
九
八

O
年
〉
五
三
九
頁
。
馬
薙
「
讃
雲
夢
秦
簡

〈凸
繍
年
記
》
省
後
」
(
註

ω)
二
八
頁
。

脚
註
倒
所
掲
各
論
文
。

紛
『
睡
虎
地
秦
基
竹
筒
』
(
一
九
七
八
年
)
九
頁
註
M

個
別
馬
潅
氏
註

ω所
掲
論
文
は
、
樹
、
薬
が
用
い
ら
れ
る
べ
き
と
す
る
。

制
誰
は
稼
名
に
縁
っ
て
推
、
推
捧
と
注
律
さ
れ
て
い
る
(『
腫
虎
地
秦
墓

竹
筒
』
一
九
七
七
年
。
一
九
七
八
年
〉
。

国
間
『
光
明
日
報
』
一
九
七
六
年
四
月
六
日
附
掲
載
の
雲
夢
秦
簡
整
理
小
組

「雲
夢
秦
簡
部
分
間
押
文
」
は
「
攻
廓
0
・
」
、
問
、
四
月
二
二
日
附
の
隣
酒

「雲
夢
秦
簡
《
大
事
記
》
簡
述
」
は

「
二
十
八
年
攻
部
」
、
『
陸
虎
地
秦
墓

竹
筒
』
(
一
九
七
七
年
。
一
九
七
八
年
〉
註
穣
は
つ
攻
。
下
一
字
左
中
宇
不

清
、
疑
策
。
田
耕
ク
」
と
記
す
。

M

開
『
江
漢
論
壇
』
一
九
八
一
年
第
五
期

的
註
同
参
照
。

制
註
川
判
。
郭
徳
維
「
江
陵
楚
墓
論
述
」
(『考
古
皐
報
』
一
九
八
二
年
第
二

期
)
に
は
、
こ
の
外
に
、
江
陵
雨
護
山
五
五
四
披
墓
、
江
陵
李
家
肇
四
放

基
に
門
が
設
け
ら
れ
て
い
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
刑
州
博
物
館
「
江

陵
雨
釜
山
楚
墓
褒
掘
筒
報
」
(
『
考
古
』
一
九
八

O
年
第
五
期
〉
に
は
そ
の

黙
の
報
告
は
な
く
、
掲
げ
ら
れ
た
五
五
四
競
墓
の
圏
に
も
そ
れ
が
認
め
ら

れ
な
い
。

倒
書
き
出
し
に
、
南
郡
守
騰
が
(
始
白
星)
二

O
年
四
月
二
日
、
豚
道
沓
夫

に
布
告
す
る
と
あ
る
。

伺

今
漣
律
令
己
具
失
而
吏
民
莫
用
郷
俗
淫
失
之
民
不
止
L

・
・
・
故
騰
篤
是

而
峠
附
漉
律
令
田
令
及
策
関
私
方
而
下
之
L

令
吏
明
布
・
:
:
L

今
漉
律
令
己

布
関
吏
民
犯
漉
策
関
私
者
不
止
L

私
好
L

郷
俗
之
心
不
興
L

自
従
令
丞
以

下
智
而
弗
翠
論
L

是
即
明
遊
主
之
明
漉
殴
L

而
養
匿
邪
遊
之
民
L

倒

古

賀
氏
は
、
秦
の
豚
が
禁
苑
、
豚
倉
を
掌
管
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
耕
戟

位
制
の
皐
位
と
な
っ
て
い
た
と
さ
れ

(註
帥
所
掲
著
書
、
第
E
章
第
六
節

「
商
映
の
豚
制
と
豚
の
役
割
」)
、
工
藤
氏
は
、
燃
は
更
に
内
史
の
統制帽
下

で
園
家
の
財
貨
の
相
首
部
分
も
儲
蓄
し
て
い
た
と
さ
れ
る
(「秦
の
内
史

|
主
と
し
て
睡
虎
地
秦
墓
竹
簡
に
よ
る

」
『
史
祭
雑
誌
』
第
九
O
編
第

三
械
、
一
九
八

一
年〉。

帥

鎌

田

重
雄
『
秦
漢
政
治
制
度
の
研
究
』
(
日
本
率
術
振
興
舎
、
一
九
六

二
年
)
第
一
篇
第
二
章
「
秦
郡
官
制
」
は
郡
制
が
軍
事
的
必
要
か
ら
生
ま

れ
た
こ
と
を
論
じ
ら
れ
、
佐
藤
武
敏

『中
園
古
代
工
業
史
の
研
究』

(古

川
弘
文
館
、
一
九
六
二
年
)
第
五
章
「
中
園
古
代
の
青
銅
工
業
」
三
、

3

「
秦
園
」
は
、
没
郡
に
お
い
て
も
青
銅
器
の
製
作
が
行
わ
れ
た
こ
と
、
角

谷
定
俊
「
秦
に
お
け
る
青
銅
工
業
の
一
考
窓

T
工
官
を
中
心
に
|」
(
『
駿

蜜
史
夙
干
』
第
五
五
放
、
一
九
八
二
年
)
は
、
工
官
が
中
央
で
は
内
史
、
地

方
で
は
郡
守
に
属
し
た
こ
と
を
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

伺
例
え
ば
、
史
記
・
巻
八
・

高
祖
本
紀
に
「
滞
令
:
:
:
乃
閉
城
城
守
」

と

あ
る
。

制
史
記
・
巻
八
九

・
張
耳
陳
徐
列
俸
に
「
方
二
千
里
莫
不
響
際
:
:
:
豚
殺

其
令
丞
、
郡
殺
其
守
尉
。
」
と
あ
る
。

同
開
註
倒
。
こ
の
墓
の
年
代
比
定
に
つ
い
て
は
、
「
池
田
論
文
」
六
六
頁
補

註
2
に
、
秦
墓
で
あ
っ
た
可
能
性
が
大
き
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る。

し
か

し
、
池
田
氏
が
賞
論
文
執
筆
時
に
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
と
思
わ

れ
る
『
文
物
資
料
叢
刊
』
四
所
掲
の
報
告

(
註
伺
)
に
、
よ
り
詳
細
な
線

接
で
漢
初
墓
と
さ
れ
て
い
る
の
で
こ
れ
に
従
っ
て
よ
い
と
考
え
る
。

な
お

蛇
足
を
一
つ
加
え
さ
せ
て
裁
く
と
、
大
墳
頭

一
誠
墓
出
土
の
銅
警
は
陸
虎
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地
出
土
の
も
の
よ
り
一
時
期
下
げ
た
方
が
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
。
表
3
の

警
の
資
料
中
、
計
測
値
、
闘
の
掲
示
の
あ
る
も
の
に
錬
っ
て
、
腹
径
を
器

官
向
で
割
っ
た
値
を
集
計
し
て
み
た
の
が
表
6
で
あ
る
。
こ
の
値
に
は
、
戟

園
剣
一

・
0
、
秦
代

一
-
て
西
漢
代
一
・

二
と
い
う
大
ま
か
な
流
れ
が

認
め
ら
れ
る
。
四
川
浩
陵
地
区
出
土
の
も
の
は
秦
代
と
し
て
は
値
が
大
き

い
が
、
こ
の
髪
は
卒
底
で
あ
る
の
で
比
較
に
な
ら
な
い
。
陸
虎
地
出
土
筆

秦統一前 睡 M10 1.04 

11 11 グ M7 1. 03 

1/ /1 11 11 1. 09 

グ後 グ M9 1. 04 

1/ 11 11 Mll 1.15 

11 11 11 M14 1.13 

西漢初 11 M39 1.12 

|西漢初 |大墳頭M111μ |

の
値
が
一

・
O
、

一
・
一
で
あ
る
の
に
射
し
、
大
墳
頭

一
統
墓
の
は
一

・

二
で
あ
る
。
警
の
腹
径

・
高
比
の
漸
増
は
器
形
が
縦
長
か
ら
腹
の
張
っ
た

安
定
し
た
形
へ
移
行
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
移
動
性
か
ら
定

着
性
へ
の
時
代
趨
勢
を
表
わ
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

伺
「
東
洋
に
お
け
る
素
朴
主
義
の
民
族
と
文
明
主
義
の
祉
倉
」
(宮
崎
市

定
『
ア
ジ
ア
史
論
考
』

上
巻
、
朝
日
新
聞
社
、

一
九
七
六
年
〉
三
五
頁

- 33ー

時期 | 出土地 |腕/高

戦園早 四川成都 0.96 

11 11 11 11 1.02 

グ早中 。新都 0.93 

11 11 " 11 1. 03 

グ中晩 か青川 1. 06 

グ晩 グ巴豚 1. 07 

1/ 11 侠西鳳朔 1. 07 

秦 11 11 1.21 

11 グ臨遁 1.14 

11 河南泌陽 1.13 

11 11 11 1.22 

11 四川浩陵 1. 25 

西漢初 グ巴勝 1.03 

11 /1 庚東庚，H 0.90 

11 11 " 11 1. 00 

1/ 11 11 11 1. 21 

庁前 11 11 1. 31 

11 11 11 11 1. 34 

11 /1 快西漢中 0.97 

11 11 湖北宜昌 1.21 

グ中 険西勉豚 1.17 

/1 11 雲南青寧 1. 23 

西漢 湖北長沙 1. 25 

西漢後 四川巴豚 1.15 

。 11 庚西卒築 1.16 

// 11 湖南長沙 1. 22 

グ晩 雲南江川 1. 28 

11 11 四川西昌 1. 29 

11 11 庚西合浦 1. 35 

東漢初 貴州威寧 1. 06 

11 目リ 湖北宜畠 1. 22 

11 11 庚西卒祭 1.15 

東漢 雲南昭遁 1. 27 

委腹径高比表6
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THE ORIGINS OF THE DEAD BURIED IN THE QIN HAN

　

TOMBS AT SHUIHUDI, YUNMENG ＣＯＵＮＴＹ雲夢睡虎地

Mase Kazuyoshi

　　

The excavation of the Qin Han tombs in Shuihudi, Yunmeng County,

Hubei Province and the discovery of the Qinlu 秦律has opened a ｎｅｗ

vista in the understanding of China's ancient history. Although many

monographs have been published up until today, it was since last year that

the new studies appeared, concluding that the dead buried were men of

Qin. Clarification, as much as it is possible, of the origins of the dead

can benefit research hereafter. Therefore, I shall present several points

regarding these burials which have been investigated.

　　

According to the study of the 日ｅχed burial in tomb number eleven,

the owner of the tomb could not have been ａ man of Chu 楚. It was

also clear that the　ｄ佃ｇ鼎unearthed from several of the tombs, after

having been ｅχamined individually, could not　have been the funerary

objects of a !･nan of Chu. Thus, judging frＯΓΥ1such things as the Qin-style

of the funerary objects and the ｅχcavated j加7ぱμ簡m, the dead buried

there were probably men of Ｑｉｎ･

　　

However, split logs were set up on top of all the outer coffins in

these tombs. And in several of the tombs, ａ skull of cow　or horse had

also been laid down. According to ａ studj' of this unique style of burial

and its custom, the ancestral tribe of the dead buried there could not have

been purely Qin. Tt is guessed that they had belonged to one of the

various tribes under the leadership of the Qin.

　　

Furthermore, in addition to the head and side boxes　filled with

abundant funerary objects, there were wall niches dug out to hold ceramic

containers used in daily life. Concerning such an unusual design, f0110-

wing ａ study of the Warring States tombs found in Banpo 牛波in the

city of Xi'an 西安, it is suggested that this tribe was forcibly moved from

their

　

native

　

land

　

into

　

the central region　of　the　Qin. Following　an

investigation of both several of the funerary objects, including the exca-

vation of rnou黎(ａ Kind of cooking pot) which had been developed in
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Bashu巴蜀(Sichuan Province), and the literary documents, including the

“Chronicle ”，it is supposed that after entering Bashu, this tribe,going

along the Han River 漢江, arrived at Yunmeng in Chu.

　　　

Finally, the author has investigated the points at which this emigrant

Qin tribe had assimilated itself to the culture of native Chu peoples.

THE ENHANCED CONTROL OF THE JUNSHOU郡守

AND ＧＵＯＸＩｉ國相DURING THE FORMER HAN

Kamiya Masakazu

　　　

Before Jingdi's 景帝reign period, the Junsh。u and guoxiang held

little power as administrative offices within the local government. After

Wudi's武帝reign period, their control had increased. In addition to the

concerns which they had managed previously, they largely absorbed the

functions of the xian K. In doing so, they increased the duties of that

ｏ伍ｃｅ

　

and moreover　formed a highly coordinated association with the

organizations of officials below the xian level.

　　　

This was not an institutional revolution that could have occurred at

any time. During the political transition after Wudi's reign, small institu-

tional changes and operational reforms had occurred cumulatively one by

one.

　

Figuring in the background of how the duties of the ｓｈｏｗ and

xiang increased was the beginning during χＶｕdi's reign of ａ strict and

careful scrutiny of tχ，ｅ　ｓＪｉａｎｇj極秘上計簿. In answer to this, the　ｓJioｕand

ｘｉａｎｓhad　grasped the actual affairs of the xian with accuracy. And

moreover had begun to exert an effort to improve even slightly the con-

tents of the 功“″がφ“･The following figures in the background behind

the formation of a highly coordinated association with the organizations

of officials below　theぶian level.　During Wudi's
reign, the relations

between the ｓｈｏｕ-ｴtａｎｇand the officials below the xian level had had

to

　

beco°ｅ close　because　if an officer did not recommend Qchaju)
the

ヽｒ必θ孝or Z必刀廉he ゛ａｓ severely punished.

　　　

Let us study one aspect of the means whereby
the Ｓｈｏ麗ａｎｄｘｉａｉｉｇ

strengthened their control from the perspective of their
participation in
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